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１【投資法人の概況】

（１）【主要な経営指標等の推移】

回次 第１期中

決算年月 平成28年３月

営業収益（注２） 百万円 1,134

経常利益 百万円 227

中間純利益 百万円 227

出資総額 百万円 106,363

発行済投資口の総口数 口 1,100,000

純資産額 百万円 106,591

総資産額 百万円 174,266

１口当たり純資産額 円 96,901

１口当たり中間純利益（注３） 円 822

自己資本比率（注４） ％ 61.2

自己資本利益率（注５） ％ 0.4

（注１）ラサールロジポート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）における平成28年３月中間期の計算期間は平成27年10月９日

　　　　から平成28年３月31日までの175日間ですが、実質的な資産運用期間の日数は平成28年２月17日からの44日間です。

（注２）「営業収益」には、消費税等は含まれていません。

（注３）「１口当たり中間純利益」は、中間純利益を日数加重平均投資口数（276,340口）で除することにより算定しています。

（注４）自己資本比率＝中間計算期間末純資産額／中間計算期間末総資産額×100

（注５）自己資本利益率＝中間純利益／{（期首純資産額＋中間計算期間末純資産額）÷２}×100

（注６）本書において、特に記載する場合を除き、記載未満の数値について、金額は切り捨て、比率は四捨五入により記載しています。
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（２）【投資法人の出資総額】

本書の日付現在の本投資法人の出資総額、発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数は以下のとおり

です。

出資総額 106,363百万円

発行可能投資口総口数 10,000,000口

発行済投資口の総口数 1,100,000口

 

　本書の日付現在までの出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は以下のとおりです。

年月日 摘要
出資総額（千円） 発行済投資口の総口数（口）

備考
増加額 残高 増加口数 残高

平成27年10月９日 私募設立 150,000 150,000 1,500 1,500 （注１）

平成28年２月16日 公募増資 101,601,852 101,751,852 1,050,800 1,052,300 （注２）

平成28年３月15日 第三者割当 4,612,113 106,363,965 47,700 1,100,000 （注３）

（注１）１口当たり発行価格100,000円にて、本投資法人は設立されました。

（注２）１口当たり発行価格100,000円（発行価額96,690円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発

行しました。

（注３）１口当たり発行価額96,690円にて、公募に伴う第三者割当により新投資口を発行しました。なお、この第三者割当増資によ

る手取金は、新規物件の取得資金として借り入れた借入金の一部の返済に充当しました。
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（３）【主要な投資主の状況】

  （平成28年３月31日現在）
 

投資主名 住所
所有

投資口数

発行済投資口の
総口数に対する
所有投資口数の
比率（注）

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 66,298口 6.02％

NOMURA SECURITIES INTL INC

FOR STOCK AGENT TRADING

東京都中央区日本橋１丁目９番１号

常任代理人　野村證券株式会社
46,200口 4.20％

THE BANK OF NEW YORK MELLON

SA/NV 10

東京都千代田区丸の内２丁目７番１号

常任代理人　株式会社三菱東京UFJ銀行
43,930口 3.99％

資産管理サービス信託銀行株式会社

（証券投資信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番12号

晴海アイランドトリトンスクエア

オフィスタワーZ棟

32,405口 2.94％

MSIP CLIENT SECURITIES

東京都千代田区大手町１丁目９番７号

大手町ファイナンシャルシティ

サウスタワー

常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG

証券株式会社

20,057口 1.82％

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

東京都港区六本木６丁目10番１号

六本木ヒルズ森タワー

常任代理人　ゴールドマン・サックス証

券株式会社

18,320口 1.66％

JP MORGAN CHASE BANK 380055

東京都港区港南２丁目15番１号

品川インターシティA棟

常任代理人　株式会社みずほ銀行

16,640口 1.51％

UBS証券株式会社

東京都千代田区大手町１丁目５番１号

大手町ファーストスクエア

イーストタワー

16,400口 1.49％

STATE STREET BANK AND TRUST

COMPANY

東京都中央区日本橋３丁目11番１号

常任代理人　香港上海銀行東京支店
15,854口 1.44％

THE BANK OF NEW YORK 133970

東京都港区港南２丁目15番１号

品川インターシティA棟

常任代理人　株式会社みずほ銀行

15,000口 1.36％

合　　計 291,104口 26.46％

（注）「比率」は、発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合を記載しています。また、小数第３位以下を切り捨てて表示して

います。

 

（参考）所有者別状況

 （平成28年３月31日現在）
 

区分
金融機関

（金融商品取引
業者を含む)

その他の
国内法人

外国
法人・個人

個人・その他 計

所有者別投資主数（人） 105 538 149 16,577 17,369

比率（注）（％） 0.61 3.10 0.86 95.44 100.00

所有者別投資口数（口） 285,694 68,139 442,981 303,186 1,100,000

比率（注）（％） 25.97 6.19 40.27 27.56 100.00

　（注）「比率」は、小数第３位を四捨五入して表示しています。
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（４）【役員の状況】

 

　本書の日付現在における本投資法人の役員の状況は以下のとおりです。

 

役職名 氏名 主要略歴
所有
投資
口数

執行役員 藤原　寿光

平成６年４月１日 日本生命保険相互会社　入社

－

平成９年３月25日 Nippon Life（Deutschland）GmbH（平成18年３月に

解散により消滅）出向

平成12年３月25日 日本生命保険相互会社

平成15年３月25日 NLI Properties East, Inc.（平成21年３月に解散に

より消滅）出向

平成20年８月１日 MGPA Japan LLC（現　ブラックロック・ジャパン株

式会社に事業譲渡）入社

平成21年10月19日 ラサールインベストメントマネージメント株式会社

（現　ラサール不動産投資顧問株式会社）　入社

アセットマネジメント部　アソシエイト・ディレク

ター

平成24年７月１日 同社　アセットマネジメント部　ディレクター

平成25年７月１日 同社　アセットマネジメント部　リージョナルディ

レクター

平成25年10月１日 同社　執行役員

平成27年５月29日 ラサールREITアドバイザーズ株式会社　出向　代表

取締役社長（現任）

平成27年10月９日 ラサールロジポート投資法人執行役員（現任）

監督役員 柴田　堅太郎

平成10年４月１日 安田火災海上保険株式会社（現　損害保険ジャパン

日本興亜株式会社）

－
平成13年10月１日 長谷川俊明法律事務所

平成18年10月１日 長島・大野・常松法律事務所

平成26年２月１日 柴田・鈴木・中田法律事務所（現任）

平成27年10月９日 ラサールロジポート投資法人監督役員（現任）

監督役員 西内　幸士

平成４年４月１日 東急不動産株式会社　入社　住宅事業本部

－

平成11年10月１日 太田昭和監査法人（現　新日本監査法人）入所　金

融サービス部

平成18年４月１日 パシフィックマネジメント株式会社　入社　事業戦

略部

平成20年４月１日 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ　入社　企業

投資部

平成21年４月１日 株式会社経営共創基盤　入社

平成23年６月 西内公認会計士事務所　代表（現任）

平成27年10月９日 ラサールロジポート投資法人監督役員（現任）

平成28年３月30日 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス（非常勤）

取締役（現任）

平成28年３月30日 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ（非常勤）取

締役（現任）
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（５）【その他】

 

（１）役員の変更

 

　執行役員の任期は、原則として２年を超えることができません（投信法第99条第１項）。但し、再任は禁じ

られていません。また、監督役員の任期は４年とされていますが、規約又は投資主総会の決議によってその任

期を短縮することが可能です（投信法第101条第１項）。なお、本投資法人は規約により執行役員及び監督役

員の任期を就任後２年と定めています（規約第17条第２項本文）。但し、投資主総会の決議によって、法令で

定める限度において、その期間を延長し又は短縮することを妨げられません（規約第17条第２項但書）。ま

た、補欠又は増員により就任した執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の任期の残存期間と同一

とします（投信法第101条第２項、会社法第336条第３項、規約第17条第２項但書）。

　執行役員及び監督役員は、法令に別段の定めがない限り、投資主総会の決議をもって選任します（投信法第

96条第１項、規約第17条第１項）。

　執行役員及び監督役員の解任は投資主総会において、発行済投資口数の過半数の投資口を有する投資主が出

席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもってこれを行う必要があります（投信法第104条第１項、第

106条）。執行役員又は監督役員の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事

実があるにもかかわらず投資主総会において当該執行役員又は監督役員を解任する旨の議案が否決された場合

には、発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を有する投資主（６ヶ月前より引き続き当該投資口を有

するものに限ります。）は、30日以内に訴えをもって当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができ

ます（投信法第104条第３項、会社法第854条第１項第２号）。

 

（２）規約の変更

 

（ア）規約の変更手続

 

　規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、

出席した当該投資主の議決権の３分の２以上に当たる多数により、規約の変更に関する議案が可決される

必要があります（投信法第140条、第93条の２第２項第３号）。

 

（イ）規約の変更の開示方法

 

　投資主総会において規約の変更に係る議案を付議する旨の役員会決議がなされた場合には、東京証券取

引所の規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、

投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資

法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づい

て本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。

 

（３）事業譲渡又は事業譲受

 

　該当事項はありません。

 

（４）出資の状況その他の重要事項

 

　前記「（２）投資法人の出資総額」をご参照ください。

 

（５）訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実

 

　該当事項はありません。
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２【投資法人の運用状況】

（１）【投資状況】

資産の種類 資産の用途
地域

（注１）

当中間期
（平成28年３月31日現在）

保有総額
（百万円）
（注２）

資産総額に対
する比率
(％)
(注３)

信託不動産
物流施設

東京エリア 163,866 94.0

大阪エリア - -

その他 - -

小計 163,866 94.0

預金・その他の資産 10,399 6.0

資産総額 174,266 100.0

 

 

当中間期
（平成28年３月31日現在）

金額
（百万円）

資産総額に対する比率
（％）
（注３）

負債総額 67,675 38.8

純資産総額 106,591 61.2

資産総額 174,266 100.0

（注１）「地域」は、東京エリア、大阪エリア、その他をいい、うち「東京エリア」とは、東京60㎞圏内（JR東京駅から60㎞圏内）の

地域をいい、「大阪エリア」とは、大阪45㎞圏内（JR大阪駅から45㎞圏内）の地域をいいます。

（注２）「保有総額」は、平成28年３月31日現在の中間貸借対照表計上額（信託不動産については、減価償却後の帳簿価額）によって

おり、百万円未満を切り捨てて記載しています。

（注３）「資産総額に対する比率」については、小数第２位以下を四捨五入して記載しています。
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（２）【運用実績】

①【純資産等の推移】

　下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び１口あたり純資産額は、以下のとおりです。

年月日
総資産額（千円）

（注１）（注２）

純資産総額（千円）

（注１）（注２）

１口当たり純資産額（円）

（注２）

第１期中

（平成28年３月31日）
174,266,671 106,591,187 96,901

（注１）総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。

（注２）総資産額、純資産総額及び１口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載

していません。

 

　また、本投資法人の投資口（以下「本投資口」といいます。）は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に

平成28年２月17日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・

最低投資口価格

（注）

回次 第１期中

決算年月 平成28年３月

最高（円） 109,200

最低（円） 103,000

 

第１期中の月別最

高・最低投資口価格

及び本投資口売買高

（注）

月別 平成28年２月 平成28年３月

最高（円） 106,900 109,200

最低（円） 103,000 104,100

売買高（口） 511,465 490,215

（注）最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
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②【分配の推移】

 

計算期間 分配総額（百万円） 1口当たり分配金（円）

第１期中 自　平成27年10月９日　至　平成28年３月31日 中間分配制度がないため、該当事項はありません。

 

 

③【自己資本利益率（収益率）の推移】

 

計算期間
自己資本利益率（％）

（注１）
年換算値（％）

（注２）

第１期中 自　平成27年10月９日　至　平成28年３月31日 0.4 0.8

（注１）自己資本利益率＝中間純利益／{（期首純資産額＋中間計算期間末純資産額）÷２}×100

（注２）第１期中間計算期間における年換算の数値は、当中間計算期間である平成27年10月９日から平成28年３月31日までの日数を年換算し

たものを記載しています。
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（３）【投資リスク】

　当中間期において、最近の有価証券届出書に記載した投資リスクについて、変更があった事項は次のとおり

です。以下の見出しに付された項目番号は、有価証券届出書（平成28年１月７日提出。その後の訂正を含みま

す。以下同じです。）における「第二部　ファンド情報／第１　ファンドの状況／３　投資リスク／（１）リ

スク要因」の項目番号に対応したものです。また、投資リスクにおいて有価証券届出書の他の記載を参照して

いる箇所については、有価証券届出書の該当箇所をご参照ください。変更箇所については、＿＿罫線で示して

います。

　以下に記載の事項には、特に本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託しているラサール

REITアドバイザーズ株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）の目標及び意図を含め、将来に関する

事項が存在しますが、別段の記載のない限り、これらの事項は本書の日付現在における本投資法人及び本資産

運用会社の判断、目標、一定の前提又は仮定に基づく予測等であって、不確実性を内在するため、実際の結果

と異なる可能性があります。

　なお、本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象はありません。

 

（１）リスク要因

　本項に記載されている項目は、以下のとおりです。

①　投資法人が発行する投資口及び投資法人債に関するリスク

（ア）換金性・流動性に関するリスク

（イ）市場価格変動に関するリスク

（ウ）金銭の分配に関するリスク

（エ）投資主の権利が株主の権利と同一でないことに関するリスク

②　投資法人の組織及び投資法人制度に関するリスク

（ア）投資法人の組織運営に関するリスク

（イ）投資法人の制度に関するリスク

（ウ）スポンサーへの依存に関するリスク

（エ）投資法人制度におけるインサイダー取引規制に関するリスク

③　投資法人の運用資産：原資産である不動産特有のリスク

（ア）不動産の流動性に関するリスク

（イ）投資対象を物流施設に特化していることによるリスク

（ウ）不動産の偏在に関するリスク

（エ）不動産の瑕疵に関するリスク

（オ）土地の境界等に関するリスク

（カ）建物の毀損・滅失・劣化に関するリスク

（キ）建築基準法等の規制に関するリスク

（ク）有害物質又は放射能汚染等に関するリスク

（ケ）埋立地に関するリスク

（コ）不動産の所有者責任に関するリスク

（サ）共有物件に関するリスク

（シ）借地権に関するリスク

（ス）売主の倒産等の影響に関するリスク

（セ）専門家報告書等に関するリスク

（ソ）マーケットレポートへの依存に関するリスク

（タ）収入及び支出に関するリスク

（チ）PM会社に関するリスク

（ツ）少数のテナントやシングル・テナントに依存しているリスク

（テ）特定の物件への依存度が高いことに係るリスク

（ト）敷金及び保証金に関するリスク

（ナ）転貸に関するリスク

（ニ）マスターリースに関するリスク

（ヌ）フォワード・コミットメント等に関するリスク

（ネ）地球温暖化対策に関するリスク

（ノ）開発物件に関するリスク

（ハ）太陽光発電設備が付帯した物件に関するリスク

④　投資法人の運用資産：信託の受益権特有のリスク
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（ア）信託受益者として負うリスク

（イ）信託受益権の流動性に関するリスク

（ウ）信託受託者に関するリスク

（エ）信託受益権の準共有等に関するリスク

⑤　匿名組合出資持分への投資に関するリスク

⑥　特定目的会社の優先出資証券への投資に関するリスク

⑦　税制等に関するリスク

（ア）導管性の維持に関する一般的なリスク

（イ）過大な税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク

（ウ）借入れに係る導管性要件に関するリスク

（エ）資金不足により計上された利益の全部を配当できないリスク

（オ）同族会社要件について本投資法人のコントロールが及ばないことによるリスク

（カ）投資口を保有する投資主数について本投資法人のコントロールが及ばないことによるリスク

（キ）税務調査等による更正処分のため、追加的な税金が発生するリスク及び支払配当要件が事後的に満た

されなくなるリスク

（ク）不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク

（ケ）一般的な税制の変更に関するリスク

（コ）減損会計の適用に関するリスク

（サ）納税遅延に係る延滞税等の発生に関するリスク

⑧　その他

（ア）取得予定資産を組み入れることができないリスク

（イ）本投資法人の資金調達（金利環境）に関するリスク

（ウ）過去の収支状況が将来の本投資法人の収支状況と一致しないリスク
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①　投資法人が発行する投資口及び投資法人債に関するリスク

 

（ア）換金性・流動性に関するリスク

 

　本投資口は、投資主からの請求による投資口の払戻しを行わないクローズド・エンド型です。した

がって、本投資口の換金・投資回収には、上場している金融商品取引所を通じて又は取引所外にて第三

者へ売却する等の必要があります。

　また、東京証券取引所が定める上場廃止基準に抵触する場合には本投資口の上場が廃止され、投資主

は保有する本投資口を取引所外において相対で譲渡する他に換金の手段はありません。これらにより、

本投資口を低廉な価格で譲渡しなければならない場合や本投資口が譲渡できなくなる場合があります。

なお、本投資法人が本投資法人債を発行した場合、本投資法人債には確立された取引市場が存在せず、

買主の存在も譲渡価格も保証されていません。

 

（イ）市場価格変動に関するリスク

 

　本投資口の市場価格は、金利動向や為替相場等の金融環境の変化に影響されることがあるほか、投資

口の売買高及び需給バランス、不動産投資信託証券以外の金融商品に対する投資との比較における優

劣、不動産投資信託証券市場以外の金融商品市場の変動、市場環境や将来的な景気動向等によって左右

され、場合によっては大幅に変動することがあります。特に、金利上昇局面においては、本投資口の分

配金利回りの魅力が相対的に低下し、本投資口の市場価格が下落する可能性があります。

　加えて、本投資口の市場価格は、一般的な不動産の評価額の変動、不動産市場の趨勢、不動産の需給

関係、不動産需要を左右することのある企業を取り巻く経済環境、法令・会計・税務の諸制度の変更

等、不動産関連市場を取り巻く要因による影響を受けることになります。

　さらに、本投資法人は、その事業遂行のために必要に応じて資金を調達しますが、その資金調達が新

投資口の発行又は新投資口予約権の無償割当てにより行われる場合には、本投資口１口当たりの分配

金・純資産額が希薄化することがあります。

　これらの事象により、またそれ以外の状況のため、市場での本投資口の需給バランスが影響を受け、

本投資口の市場価格が影響を受けることがあります。

　また、本投資法人又は本資産運用会社に対して監督官庁等による行政指導、行政処分の勧告や行政処

分が行われた場合にも、本投資口の市場価格が下落することがあります。さらに、他の投資法人又は他

の資産運用会社に対して監督官庁等による行政指導、行政処分の勧告や行政処分が行われた場合にも、

その悪影響が不動産投資信託証券市場に及ぶことを通じて、本投資口の市場価格が下落することがあり

ます。

 

（ウ）金銭の分配に関するリスク

 

　本投資法人はその分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配を行う予定ですが、本投資法人によ

る分配の有無、金額及びその支払いは、いかなる場合においても保証されるものではありません。特

に、想定している不動産等の取得又は売却が行われない場合やその時期に変更が生じた場合のほか、資

産から得られる賃料収入の低下、損失の発生、現金不足等が生じた場合などには、予想されたとおりの

分配を行えない可能性があります。
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　また、本投資法人は、利益の範囲内で行う金銭の分配に加え、前記「２　投資方針／（１）投資方

針／⑧　分配方針」に記載の方針に従い、毎期継続的に利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を行

う方針です。利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を行うに当たり、本投資法人は、投信協会の諸

規則に定める額を上限として、修繕や資本的支出への活用、借入金の返済、新規物件の取得資金への充

当などの他の選択肢についても検討の上、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間の末日に計上

する減価償却費の100分の30に相当する金額を目途として本投資法人が決定した金額を、利益を超える

金銭として、原則として毎期継続的に分配する方針です（継続的利益超過分配）。また、継続的利益超

過分配に加え、新投資口の発行、投資法人債の発行、資金の借入等の資金調達又は大規模修繕等によ

り、一時的に１口当たり分配金の金額が一定程度減少することが見込まれる場合は、１口当たり分配金

の金額を平準化することを目的とする場合に限り、本投資法人が決定した金額につき、一時的な利益を

超えた金銭の分配を実施できるものとしています（一時的利益超過分配。なお、一時的利益超過分配を

実施する場合の継続的利益超過分配及び一時的利益超過分配の合計の分配金水準は、当該分配を実施す

る計算期間の直前の計算期間の末日に計上する減価償却費の100分の40に相当する金額を上限の目途と

します。）。しかしながら、上記の方針に関し、本投資法人では、鑑定LTVが60％を超えた場合には、

利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を行わないこととしているほか、経済環境、不動産市場の動

向、保有資産の状況及び財務の状況等によっては、利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）の額が上

記の目途を下回る可能性があり、これらの場合には、投資主が利益を超える金銭の分配（出資の払戻

し）を踏まえて期待した投資利回りを得られない可能性があります。また、利益を超える金銭の分配

（出資の払戻し）の実施は手元資金の減少を伴うため、突発的な事象等により本投資法人の想定を超え

て資本的支出等を行う必要が生じた場合に手元資金の不足が生じる可能性や、機動的な物件取得に当た

り資金面での制約となる可能性があります。わが国の不動産投資信託証券市場（J-REIT市場）におい

て、投資法人が利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を行うようになってからまだ期間がそれほど

経過しておらず、また、利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を行うとの方針を持つ投資法人は少

ない状況にあります。したがって、本投資法人が上記で掲げる金銭の分配に係る方針が、市場において

いかなる評価を受けるかは明らかでありません。

　また、投資法人の利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）に関する投信協会の規則等につき将来新

たな改正が行われる場合には、改正後の投信協会の規則等に従って利益を超える金銭の分配（出資の払

戻し）を行う必要があることから、これを遵守するために、利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）

の額が本書記載の方針による金額と異なる可能性や、利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を一時

的に、又は長期にわたり行うことができなくなる可能性があります。

 

（エ）投資主の権利が株主の権利と同一でないことに関するリスク

 

　本投資法人の投資主は、投資主総会において議決権を行使し、規約の変更や役員の選任等の重要事項

の意思決定に参画できるほか、本投資法人に対して投信法で定められた権利の行使を行うことができま

すが、かかる権利は株式会社における株主の権利とは同一ではありません。例えば、金銭の分配に係る

計算書を含む本投資法人の計算書類等は、役員会の承認のみで確定し（投信法第131条第２項）、投資

主総会の承認を得る必要はなく、また、投資主総会は決算期毎に招集されるものではありません。ま

た、投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出され

た議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当

該議案のいずれをも除きます。）について賛成するものとみなされます（投信法第93条第１項、規約第

14条第１項）。
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②　投資法人の組織及び投資法人制度に関するリスク

　本投資法人は、投信法に基づいて設立される社団（投信法第２条第12項）であり、一般の法人と同様の組

織運営上のリスク及び投資法人制度固有のリスクが存在します。

 

（ア）投資法人の組織運営に関するリスク

 

　本投資法人の組織運営上の主なリスクは、以下のとおりです。

 

ａ．役員の職務遂行に関するリスク

　投信法上、投資法人の業務を執行し投資法人を代表する執行役員及び執行役員の職務の執行を監督す

る監督役員は、投資法人に対して善良な管理者としての注意義務（以下「善管注意義務」といいま

す。）を負い、また、法令、規約及び投資主総会の決議を遵守し投資法人のため忠実に職務を遂行する

義務（以下「忠実義務」といいます。）を負います。しかし、これらの義務が遵守されないおそれは完

全には否定できません。また、本資産運用会社の主要な役職員の多くは、スポンサーであるラサール不

動産投資顧問株式会社及びそのグループ会社からの転籍者又は出向者です。

 

ｂ．投資法人の資金調達に関するリスク

　本投資法人は資金調達を目的として、借入れ及び投資法人債を発行することがあり、規約上、借入金

と投資法人債を合わせた限度額は１兆円とされ、また、借入れを行う場合、借入先は、適格機関投資家

（但し、租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に限ります。）に限るものと規定されていま

す。

　借入れ又は投資法人債の発行を行う際には様々な条件、例えば財務制限、第三者に対する担保提供の

制限、担保提供義務、付保義務、現金等の留保義務その他本投資法人の業務に関する約束や制限等が要

請されます。このような約束や制限等の結果、本投資法人の運営に支障をもたらし、又は投資主に対す

る金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があり、それにより本投資口の市場価格に悪影響が生じるこ

とがあります。また、借入れ及び投資法人債の発行は、政府や日本銀行における資金・通貨の供給政

策、経済環境、市場動向、金利実勢、本投資法人の収益及び財務状況のほか、借入先や投資家の自己資

本規制その他の法的・経済的状況等の多くの要因に従って決定されるため、本投資法人が必要とする時

期及び条件で行うことができるとの保証はありません。また、借入れについて返済期限が到来した場合

に、同一の借入先からほぼ同一の条件で新規の借入れを行う借換えについても、かかる借換えができな

いことや、金利、担保提供、財務制限条項等の点でより不利な条件での借入れを余儀なくされることが

あります。

　本投資法人は、本書の日付現在、一定の金融機関との借入れに関する基本合意書に基づき、資金借入

れを行っており、借入時における担保及び保証の提供は設定されていませんが、資産・負債等に基づく

一定の財務指標上の一定の数値を維持すること等の財務制限条項や一定の場合の担保提供義務等が規定

されています。

　借入れに当たり、税法上の配当等の額の損金算入要件（いわゆる導管性要件）（後記「⑦税制等に関

するリスク／（ア）導管性の維持に関する一般的なリスク」をご参照ください。）を満たすためには、

本投資法人は、その借入先を機関投資家（租税特別措置法第67条の15第１項第１号ロ（２）に規定する

ものをいいます。）に限定することが要請され、借入先は現実には限定されています。また、本投資法

人の保有不動産の全部又は一部が資金の借入先に対して担保に供された場合、担保対象となる保有不動

産の処分及び建替等は、制限を受けることとなります。その結果、本投資法人が必要とする時期及び条

件で保有不動産の処分や建替等ができないおそれがあります。また、本投資法人が借入金の期限前返済

を行う場合には、その時点における金利情勢により、期限前返済コスト（違約金等）が発生する場合が

ある等、予測しがたい経済状況の変化により本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。本

投資法人が資金を調達しようとする場合、借入れのほか、投資法人債の発行又は新投資口の発行の方法

によることがあります。新投資口の発行を行う場合、投資口の発行価格はその時々の市場価格により左

右され、場合により、本投資法人の必要とする時期及び条件で発行できないおそれがあります。これら

のほか、平成26年12月１日施行の改正投信法により、新投資口予約権の無償割当てによる、いわゆるラ

イツ・オファリングでの資金調達方法も導入されています。しかしながら、ライツ・オファリングでの

資金調達はまだ制度導入がなされたばかりであり、投資法人制度における確立した資金調達方法となる

か明らかではありません。
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　なお、財務指標のうち、本投資法人は、LTVの上限を原則60％とし、平常時において50％前後で運用

することとしていますが、新たな運用資産の取得等に伴い、一時的に上限を超えることがあります。一

般に、LTVが高まると金利変動の影響が強まる等の影響があり、本投資法人の収益の安定性等に悪影

 

ｃ．投資法人が倒産し又は登録を取り消されるリスク

　本投資法人は一般の法人と同様に、債務超過に至る可能性を否定することはできません。本投資法人

は、現行法上、破産法（平成16年法律第75号。その後の改正を含みます。）（以下「破産法」といいま

す。）、民事再生法（平成11年法律第225号。その後の改正を含みます。）（以下「民事再生法」とい

います。）及び投信法上の特別清算手続の適用を受けます。

　また、本投資法人は、投信法に基づいて投資法人としての登録を受けていますが、一定の事由が発生

した場合に投信法に従ってその登録が取り消される可能性があります（投信法第216条）。その場合に

は、本投資口の上場が廃止され、本投資法人は解散し、清算手続に入ります。本投資口及び本投資法人

債は金融機関の預金と異なり、預金保険等の対象ではなく、本投資口につき、当初の投資額が保証され

ているものではありません。本投資法人が清算される場合、投資主は、すべての債権者への償還の後で

しか投資額を回収できません。従って、清算手続において、投資主は投資額の全部又は一部につき償還

を受けられないことがあります。また、本投資法人債の債権者は清算手続に従って投資額を回収するこ

とになるため、債権全額の償還を受けられる保証はありません。

 

（イ）投資法人の制度に関するリスク

 

　投資法人の制度上の主なリスクは以下のとおりです。

 

ａ．業務委託に関するリスク

　投資法人は、資産の運用以外の営業行為を行うことができず、使用人を雇用することはできません。

また、本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用を本資産運用会社に、資産の保管を資産保管会社

に、一般事務を一般事務受託者に、それぞれ委託しています。従って、本投資法人の業務執行全般は、

本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者の能力や信用性に依存することになります。金融商

品取引法上、資産運用会社となるためには投資運用業の登録を行う必要があり、資産保管会社は信託業

を兼営する銀行等一定の要件を満たすものに資格が限定されており、一般事務受託者については、本投

資法人の設立時及び設立後に新たに行う一般事務受託者との契約締結時に、不適当なものでないことの

調査が執行役員及び監督役員により行われています。しかし、それぞれの業務受託者において、今後業

務遂行に必要とされる人的・財産的基盤が損なわれた場合や、これらの業務受託者が金融商品取引法及

び投信法により本投資法人に対して負う善管注意義務や忠実義務に反する行為を行った場合には、本投

資法人の業務に支障が生じ、その結果、投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。

　また、投信法上、資産の運用、資産の保管及び一般事務の第三者への委託が義務付けられるため、本

資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者が、倒産手続等により業務遂行能力を喪失する場合に

は、倒産に至った業務受託者等に対して本投資法人が有する債権の回収に困難が生じるだけでなく、本

投資法人の日常の業務遂行に影響を及ぼすことになります。また、これらの者との委託契約が解約又は

解除された場合において、本投資法人の必要とする時期及び条件で現在と同等又はそれ以上の能力と専

門性を有する第三者を選定し業務を委託できないときには、本投資法人の収益等が悪影響を受けるおそ

れがあるほか、本投資口が上場廃止になる可能性があります。
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ｂ．資産の運用に関するリスク

　投資法人は、投信法上、資産運用会社にその資産の運用に関する業務を委託しなければならないとさ

れており、本投資法人は、その資産の運用成果につき、その資産の運用を委託する本資産運用会社の業

務遂行能力に依存することになります。本資産運用会社についての主なリスクは以下のとおりです。

 

（ⅰ）資産運用会社の運用能力に関するリスク

　一般に、資産運用会社は、投資法人に対し善管注意義務を負い、また、投資法人のために忠実

義務を負いますが、運用成果に対して何らの保証を行うものではありません。また、資産運用会

社となるためには投資運用業の登録を行う必要があり、金融商品取引法及び投信法に定める監督

を受け、その信用力の維持には一定限度の制度的な裏付けがありますが、その運用能力が保証さ

れているわけではありません。

　本投資法人は平成27年10月９日に設立され、本資産運用会社が本投資法人よりその資産運用業

務の委託を受けていますが、運用実績が豊富とはいえません。

　本資産運用会社による本投資法人の資産の運用は、投信法及び金融商品取引法の適用を受ける

ほか、東京証券取引所が定める上場規則の適用を受けることとなり、これらの規制の上で、期待

どおりの運用を行い、収益を上げることができる保証はありません。なお、本投資法人が今後取

得を予定する資産（以下、「取得予定資産」といいます。）の売主等から入手した取得予定資産

に係る過去の収益状況は、本投資法人の将来の業績や運用実績を予測させ又はこれを何ら保証す

るものではありません。

 

（ⅱ）資産運用会社の行為に関するリスク

　一般に、資産運用会社は、投資法人に対し善管注意義務を負い、また、投資法人のために忠実

義務を負い、さらに資産運用会社の行為により投資法人が損害を被るリスクを軽減するため、金

融商品取引法及び投信法において業務遂行に関して行為準則が詳細に規定されています。しか

し、本資産運用会社のスポンサー等の利害関係人等と本投資法人との間で取引等を行うに際し

て、本資産運用会社が、かかる行為準則に違反したり、適正な法的措置を行わない場合には、本

投資法人に損害が発生する可能性があります。なお、本資産運用会社自身も自ら投資活動を行う

ことは法令上禁止されているものではありません。そのような場合に、本資産運用会社が自己又

は第三者の利益を図るため、本投資法人の利益を害することとなる取引を行わないとの保証はあ

りません。

 

（ⅲ）資産運用会社における投資方針・社内体制等の変更に関するリスク

　本資産運用会社は、本投資法人の規約に基づいて投資運用業を遂行するため、本資産運用会社

の社内規程である運用ガイドラインにおいて、投資対象資産に関する取得・維持管理・売却の方

針及び財務上の指針を定めていますが、その内容は本投資法人の規約に反しない限度で投資主総

会の承認を得ることなく適宜見直し、変更されることがあります。そのため、投資主の意思が反

映されないまま運用ガイドラインが変更される可能性があります。また、本資産運用会社は、運

用ガイドラインに従いその業務を適切に遂行するため、一定の社内体制を敷いていますが、かか

る社内体制について効率性・機能性その他の観点から今後も随時その見直しがなされることがあ

ります。このような、本資産運用会社における投資方針・社内体制等の変更により、本投資法人

の資産運用の内容が変更され、その結果、当初予定されていた収益を上げられない可能性があり

ます。

　加えて、本投資口について支配権獲得その他を意図した取得が行われた場合、投資主総会での

決議等の結果として本投資法人の運用方針、運用形態等が他の投資主の想定しなかった方針、形

態等に変更される可能性があります。
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（ウ）スポンサーへの依存に関するリスク

 

　本投資法人のスポンサー及びそのグループ会社は、本投資法人との間で各種の密接な関係を有してい

ます。具体的には、スポンサーは本投資法人の投資主であり、本資産運用会社の株主であり、テナン

ト・リーシングやマーケット・リサーチ等の分野をはじめとする各種の助言の本投資法人への提供者で

あり、本資産運用会社の主要な役職員の転籍元又は出向元であるほか、本投資法人は、「ロジポート」

ブランドの使用許諾をスポンサーから受けるなど、本投資法人は、スポンサー及びそのグループ会社に

大きく依存しています。

　したがって、本投資法人が、スポンサー及びそのグループ会社との間で本書の日付現在と同一の関係

を維持できなくなった場合又は助言等の提供を受けられなくなった場合には、本投資法人に重大な悪影

響が及ぶ可能性があります。また、これらスポンサー及びそのグループ会社の業績が悪化した場合や、

スポンサー及びそのグループ会社の市場での信頼や評価（レピュテーション）が風評等により損なわれ

た場合等にも、本投資法人に重大な悪影響が及ぶ可能性があります。

　スポンサーは、スポンサーサポート契約に基づき、ラサールファンドが保有・運用する不動産等を売

却しようとする場合、一定の場合を除き、本資産運用会社に対し、当該不動産等に係る売却情報を提供

するものとされていますが、本投資法人への売却を義務づけるものではありません。

　また、スポンサーは、第三者が売却を予定する不動産等に係る情報を入手した場合、一定の場合を除

き、本資産運用会社に対し、かかる情報を提供するものとされていますが、常に本資産運用会社がかか

る情報の提供を受ける機会が保証されているものではありません。

　前記に加え、スポンサーサポート契約の有効期間は、平成28年１月７日から２年間とされ、自動更新

されることとされていますが、契約の更新がなされない等により契約が終了した場合、スポンサーから

のスポンサーサポートが受けられなくなるおそれがあります。

　本投資法人は、利害関係人等との取引により投資主又は投資法人債権者の利益を害されることがない

よう適切と考えられる体制を整備しています。しかし、これらの体制が有効に機能しない場合には、本

投資法人の投資主又は投資法人債権者の利益に反する取引が行われ、投資主又は投資法人債権者に損害

が発生する可能性があります。なお、かかる利益相反リスクに対する方策については後記「（２）リス

クに対する管理体制」をご参照ください。

 

（エ）投資法人制度におけるインサイダー取引規制に関するリスク

 

　本投資法人の投資口は、上場後金融商品取引法で定める、いわゆるインサイダー取引規制の適用を受

けています。また、本投資法人及び本資産運用会社は内部規程を設け、その役職員及びその親族がかか

る取引を行うことを制限しています。しかしながら、こうした法規制や内部態勢にもかかわらず、本投

資法人又は本資産運用会社の役職員その他の内部者が本投資法人や投資口に関する未公表の内部情報を

知りつつ本投資口の取引を行うことがないとの保証はなく、また、これらの者が、本投資法人に係る未

公表の重要事実を第三者に伝達し又はその売買等を推奨しないとの保証はありません。これらの場合に

は、投資家の信頼又は市場における信頼を損ね又は喪失する可能性があり、その結果、本投資口の流動

性の低下や市場価格の下落等を招き、本投資法人の投資主が不利益を受けるおそれがあります。
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③　投資法人の運用資産：原資産である不動産特有のリスク

　本投資法人は、主として不動産等を投資対象とし、また物流施設に特化して投資する投資法人であり、そ

のため、以下のリスクがあります。

 

（ア）不動産の流動性に関するリスク

 

　不動産は、流通市場の発達した有価証券と比較すると、相対的に流動性が低いという性格を有してい

ます。また、売買時に相当の時間と費用をかけてその物理的状況や権利関係等を詳細に調査する

（デュー・ディリジェンス）こともありますが、デュー・ディリジェンスの結果、当該不動産の物理的

状況や権利関係等について重大な欠陥や瑕疵等が発見された場合には、流動性がさらに低下したり、売

買価格が下落したりする可能性があります。そのほか、不動産もそれ以外の資産と同様、経済状況の変

動等によりその市場価格は変動します。

　また、需要の変動や競争激化など市場環境の動向や、投資採算の観点から、希望した価格や時期その

他の条件での物件取得ができず、又は物件取得資金を調達できない等の事情により、本投資法人が利回

りの向上や収益の安定化等のために最適と考えるポートフォリオの組成や、物件の取得による外部成長

を達成できない可能性があります。

　さらに、本投資法人が不動産を取得した後にこれらを処分する場合にも、投資採算の視点から希望ど

おりの価格や時期その他の条件で売却できない可能性があります。これらの結果、本投資法人の投資方

針に従った運用ができず、本投資法人の収益が悪影響を受ける可能性があります。

 

（イ）投資対象を物流施設に特化していることによるリスク

 

　前記「２　投資方針／（１）投資方針」に記載のとおり、本投資法人は、先進的な物流施設について

引き続き底堅い需要が継続するものと考えており、物流施設、特にプライム・ロジスティクスに対して

投資を行っていく方針です。しかしながら、電子商取引市場の拡大等を背景とした消費物流の潜在的需

要等の先進的な物流施設に対する需要を高めていると考えられる要因に変動が生じ、又は先進的な物流

施設の供給が想定以上に増加し競合状況に変動が生じる可能性があり、先進的な物流施設について希少

性が高く需要が供給を上回る状態が今後も持続するとは限りません。その場合、本投資法人の収益に悪

影響が生じる可能性があります。

　また、本投資法人は、上記以外にも主たる投資対象を物流施設とすることに伴う特有のリスクを抱え

ています。

　例えば、運用資産の周辺の市街地化により、共同住宅・戸建住宅や学校・病院等の公益施設の建設が

近隣で行われ、周辺環境が変動し、テナントの操業に支障が発生することがあります。その結果、テナ

ント需要が後退し、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。また、現状の船舶、鉄道、

航空機、自動車による物流輸送の役割が、技術革新や、インフラの利便性の変化、環境関連法規の制定

による規制等により大きく変化し、それぞれを主要な輸送手段とする物流施設の役割が衰退することと

なった場合、当該物流施設のテナント需要が低下する可能性があります。さらに、本投資法人が投資対

象としている物流施設には海外への輸出又は海外からの輸入拠点として使用される物件も含まれること

から、それらの物件のテナント需要は、為替相場や経済情勢にも左右される可能性があります。

　また、景気減速により消費者行動が影響を受ける結果、テナントの事業及びその物流施設に対する需

要が悪影響を受けるなど、物流業界全体における全般的な景気が悪化した場合、本投資法人の収益に悪

影響が生じる可能性があります。

　さらに、今後も物流市場の変化に伴い、テナントのニーズそのものが変化することにより本投資法人

の保有する物流施設が陳腐化し、又はテナントの事業活動内容が変化すること等により、本投資法人の

収益に悪影響が生じる可能性があります。

　物流施設スペースの供給過剰若しくは需要の低下又は賃料水準の低下等物流施設に関する市況悪化に

より物流施設が不採算となる可能性や、他の物流施設との競争の状況、物流施設への潜在的テナントの

誘致力並びに既存物流施設の保守、改修及び再開発能力等によっても、本投資法人の収益は左右されま

す。

 

EDINET提出書類

ラサールロジポート投資法人(E32042)

半期報告書（内国投資証券）

18/53



　さらには、用途指定・用途制限、収用及び再開発等に関連する法令及び税法等の改正により、これら

に関する規制が変更又は強化され、物流施設運営に影響を与える場合には、本投資法人の収益が悪影響

を受けるおそれがあります。また、港湾労働法（昭和63年法律第40号）に規定する港湾に所在する物流

施設については、港湾労働法その他関係法令の適用を受け、また一定の事業慣行の影響を受けるため、

テナントの人件費及び営業費用が他の地域に比べ高くなる場合があり、テナントの事業への悪影響を通

じ本投資法人の収益にも悪影響が生じる可能性があります。

　上記のほかにも、本投資法人が物流施設を投資対象としていることから、その建物の特性、適用規

制、テナント特性等に起因して、特有のリスクが生じ、これらが本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可

能性があります。

 

（ウ）不動産の偏在に関するリスク

 

　本投資法人は、前記「２　投資方針／（１）投資方針／④ポートフォリオ構築方針」に記載の方針に

基づき資産の運用を行いますが、その結果、本投資法人の運用資産は一定の地域、特に東京、神奈川、

埼玉及び千葉、並びに大阪、京都及び兵庫に偏在しており、今後もその見込みです。また、本投資法人

の投資対象は物流施設等に限定されています。したがって、一定地域、特に東京、神奈川、埼玉及び千

葉、並びに大阪、京都及び兵庫の物流マーケットの変動や物流施設等における収益環境等の変化が、本

投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（エ）不動産の瑕疵に関するリスク

　本投資法人が取得する不動産（不動産信託受益権の原資産たる不動産を含みます。以下同じです。）

に一定の欠陥や瑕疵があった場合、本投資法人は損害を被ることがあります。かかる瑕疵には、権利、

地盤、地質、構造等に関する欠陥や瑕疵があります。また、建物の施工を請負った建設会社又はその下

請業者において、建物が適正に施工されない場合があり得るほか、建築資材の強度・機能等の不具合や

基準への不適合がないとの保証はありません。さらに、不動産には様々な法規制が適用されているた

め、法令上の規制違反の状態をもって瑕疵とされることもあり得ます。これらの欠陥や瑕疵は、取得後

に判明する可能性もあります。

　不動産の売買においては、特約で排除されていない限り、その対象となる不動産に隠れた瑕疵があっ

た場合には、売主は、民法第570条により買主に対して瑕疵担保責任を負うことになります。したがっ

て、本投資法人が特定の不動産の買主となる場合、不動産に係る物理的又は法的な瑕疵があり、それが

隠れたものである場合には、上記に従い、本投資法人は売主に対して瑕疵担保責任を追及することがで

きます。しかし、売主が既に解散・清算されている場合、又は売主が倒産し、若しくはその主要な資産

が本投資法人に売却した不動産のみであったためにその資力が十分でない場合には、買主である本投資

法人は、実際には売主との関係において上記の瑕疵担保責任による保護を受けることができず、損害を

被ることになります。また、個別の事情により、売買契約上売主が瑕疵担保責任を負担する期間又は補

償金額を限定し、又はこれを全く負わない旨の特約をすることがあります。

　本投資法人は、状況によっては、売主に対して一定の事項について表明・保証を要求する場合もあり

ますが、売主が表明・保証した事項が真実かつ正確であるとの保証はなく、表明・保証は法律上の制度

ではないため、売主が行う表明・保証の対象、これに基づく補償責任の期間又は補償金額が一定範囲に

限定される場合があり、また、売主が解散し、又は無資力になっているために実効性がない場合もあり

ます。

　不動産信託受益権においても、直接の売買対象である不動産信託受益権又はその原資産である不動産

に隠れた瑕疵があった場合については、上記と同様のリスクがあります。そこで、不動産の信託契約及

び受益権譲渡契約において、売主に信託設定日等において既に存在していた原資産である不動産の瑕疵

について瑕疵担保責任を負担させ、又は一定の事実に関する表明及び保証を取得することがあります。

しかし、このような責任を負担させても、上記のように実効性がない場合があり、また、そもそも責任

を負担させなかった場合には、当該不動産の実質的所有者である本投資法人がこれを負担することにな

り、予定しない補修費用等が発生し、本投資法人の収益が悪影響を受ける可能性があります。また、当

該瑕疵の程度によっては、補修その他の措置をとったとしても、不動産の資産価値の減耗を防ぐことが

できない可能性があります。
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　なお、投資法人は、宅地建物取引業法上宅地建物取引業者とみなされ（同法第77条の２第２項）、投

資法人が宅地建物取引業者でない者に対して不動産を売却する場合には、宅地建物取引業法上、不動産

の売主として民法上負う瑕疵担保責任を完全に排除することができません（同法第40条）。したがっ

て、本投資法人又は不動産信託受託者が不動産の売主となる場合には一定限度の瑕疵担保責任を負うこ

とになる場合があります。

　加えて、わが国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。したがって、不動産登記

簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は不動産に係る権利を取得できないことや予想に反して当該

不動産に第三者の権利が設定されていることがあり得ます。このような場合、上記と同じく、本投資法

人は売主等に対して法律上又は契約上許容される限度で責任を追及することとなりますが、その実効性

があるとの保証はありません。

 

（オ）土地の境界等に関するリスク

 

　わが国においては、土地の境界が曖昧であることが稀ではありませんが、隣地の所有者若しくは占有

者からの境界確認書その他境界を確定させる書面が取得できない場合、又は境界標の確認ができないま

ま当該不動産を取得する場合には、後日、このような不動産を処分するときに事実上の障害が発生する

可能性や、境界に関して紛争が発生し、所有敷地の面積の減少、損害賠償責任の負担等、これらの不動

産について予定外の費用又は損失が発生する可能性があります。同様に、越境物の存在により、不動産

の利用が制限され賃料に悪影響を与える可能性や、越境物の除去費用等の追加負担が本投資法人に発生

し、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。

 

（カ）建物の毀損・滅失・劣化に関するリスク

 

　建物は、事故又は地震・津波・火山活動や風水害等の天災地変によって、毀損、滅失又は劣化する可

能性があります。このような場合には、毀損、滅失した個所を修復するため予期せぬ費用が発生するば

かりでなく、一定期間建物が稼働不能となることを余儀なくされ、賃料収入が減少して、費用が増加す

ることで本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。また、完全な修復が行われたか否かに

かかわらず、評価額が下落するおそれもあります。

　本投資法人は、建物に関する火災・水害等による損害を補償する火災保険又は賠償責任保険等を付保

しています。このような複数の保険を組み合わせることによって、予期せざるリスクが顕在化した場合

にも、保険金をあてることで、原状回復を行うことが一定程度期待できます。しかしながら、個々の不

動産に関する状況により保険契約が締結されない可能性、保険金の上限額を上回る損害が発生する可能

性、保険でカバーされない災害や事故が発生する可能性等があります。また、通常の火災保険では地震

による火災はカバーされていません。さらに、保険会社が保険金を完全に支払わず、又は支払が遅れる

可能性もあります。保険金が支払われた場合でも、行政上の規制その他の理由により、建物を事故発生

前の状態に回復させることができない可能性があります。

　加えて、天災地変とりわけ広い地域に被害をもたらす大地震・大津波が起こった場合、本投資法人の

保有する複数の建物が同時に天災地変の影響を受ける可能性があります。本投資法人は、保有資産及び

今後取得する資産について、専門家による地震リスク診断に基づき地震保険の付保の要否を検討・判断

しますが、その結果、地震保険を付保しないこととした物流施設については、天変地異によりこれらの

資産に損害が生じた場合に、保険によりこれを回復することはできません。また、地震保険を付保する

こととした物流施設であっても、対人的被害の賠償については保険でカバーされないこともあります。

　また、天災地変が起こった場合、本投資法人の保有する物流施設に大きな影響がなかったとしても、

物流活動を支える道路網の寸断や地盤の液状化等により、テナントの事業活動に大きな支障が生じる可

能性や、電力供給不足等により物流施設の稼働に大きな支障が生じる可能性もあり、その結果、本投資

法人の収益に悪影響が生じる可能性があります。
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（キ）建築基準法等の規制に関するリスク

 

　建物は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準等を定める建築基準法の規制に服します。

また、建物は、様々な規制の下にあり、国の法令のほか、各地方公共団体の条例や行政規則等による規

制を受けることもあります。例えば、駐車場の付置義務、住宅の付置義務、福祉施設の付置義務等のほ

か、これらの義務に関連して、建物の新築・増築に際して地方公共団体等と協議する義務等を課される

ことがあります。また、道路指定により敷地面積・容積率が結果として減少することもあります。そし

て、建築基準法やこれらの規制は、随時改正・変更されています。

　また、その建築時点（正確には建築確認取得時点）においては、建築基準法上及び関連法令上適格で

あった建物でも、その後の建築基準法等の改正に基づく規制の変更により、変更後の規制のもとでは不

適格になることがあります。例えば、建築基準法は、耐震基準について昭和56年にいわゆる新耐震基準

を採用し、それ以降に建築されるべき建物にはそれ以前とは異なる耐震基準が適用されています。法規

制の変化により、かつて法令に適合していながら後日適合しなくなった建物を「既存不適格」と呼ぶこ

とがあります。既存不適格の建物は、これを改築したり、建替えたりしようとする際に、従前の建物と

同等の建ぺい率・容積率・高さ・設備等を維持できなくなり、追加の設備が必要とされ、又は建替自体

が事実上困難となる可能性があります。このような場合には、不動産の資産価値や譲渡価格が下がり、

その結果、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

　以上のほか、土地収用法や土地区画整理法のような私有地の収用・制限を定めた法律の改正等によ

り、不動産の利用、用途、収用、再開発、区画整理等に規制が加えられ、又はその保有、管理、処分そ

の他の権利関係等に制限が加えられることがあり、その結果、関連する費用等が増加し、又は不動産の

価値が減殺される可能性があります。

 

（ク）有害物質又は放射能汚染等に関するリスク

 

　本投資法人が取得した土地について産業廃棄物やダイオキシン等の有害物質が埋蔵されている場合、

当該土地やその上の建物の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。また、かかる有害物質を除去する

ために土壌の入替や洗浄が必要となる場合には、予想外の費用が発生する可能性があります。さらに、

かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は不動産信託受託者を通じて間接的

に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負担する可能性があります。

　特に、本投資法人が主たる投資対象とする物流施設の立地する地域は、工場跡地等の土壌汚染が懸念

される地域であることが多く、上記リスクは他の物件を取得する場合に比して相対的に高いものとなり

ます。

　土壌汚染等に関しては、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質に係る一定の施設を設置していた場

合や土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認められる場合

には、その土地の所有者、管理者又は占有者等は、かかる汚染の状況について調査報告を命じられ、又

は当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命じられることがありま

す。この場合、本投資法人に多額の負担が生じる可能性があり、また、本投資法人は支出を余儀なくさ

れた費用についてその原因となった者やその他の者から常に償還を受けられるとは限りません。

　また、本投資法人が取得した建物にアスベストその他の有害物質を含む建材等が使用されている場合

若しくは使用されている可能性がある場合、又はＰＣＢが保管されている場合等には、当該建物及びそ

の敷地の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために建材の全面

的又は部分的交換が必要となる場合には予想外の費用が発生する可能性があります。さらに、有害物質

によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は不動産信託受託者を通じて間接的に、本投資法人が

かかる損害を賠償する義務を負担する可能性があります。

　さらに、原子力発電所の事故等により、不動産等又はその所在周辺地域において、放射能汚染又は風

評被害が発生し、当該地域における社会的ないし経済的活動が阻害され、その結果、当該不動産等の使

用収益性やその価値が大幅に減少する可能性があります。

　また、環境関連法令につき、将来不動産に関して規制が強化され、不動産の所有者に大気、土壌、地

下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務が課され、又は過失がなくても責任を問われる

こととなる可能性があります。
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（ケ）埋立地に関するリスク

 

　本投資法人の保有資産には、埋立地に立地するものが含まれていますが、埋立地に所在する不動産に

は、埋立に使用した土壌に有害物質が含まれている等の理由により、土地に有害物質が含まれている可

能性があります（当該土地に有害物質が含まれる場合のリスクの詳細は、前記「（ク）有害物質又は放

射能汚染等に関するリスク」をご参照ください。）。また、埋立地は沿岸部に所在することも多く、津

波、高潮その他の災害、海面上昇等による被害を受ける可能性もあります。さらに、埋立地の地盤は、

軟弱である可能性があることから、当該土地上の建物について、不等沈下その他の沈下を生じる可能性

があるほか、地震の際には液状化による沈下や毀損等の被害を生じる可能性もあります（かかる災害が

生じた場合のリスクの詳細は、前記「（カ）建物の毀損・滅失・劣化に関するリスク」をご参照くださ

い。）。これらの理由により当該不動産が被害を受けた場合、予定されていない費用、損害又は損失を

本投資法人が負担し又は被る可能性があるほか、当該不動産の価値が下落する可能性があり、その結

果、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。

 

（コ）不動産の所有者責任に関するリスク

 

　土地の工作物（建物を含みます。）の設置又は保存に瑕疵があり、そのために第三者に損害を与えた

場合には、第一次的にはその占有者、そしてその占有者が損害の発生を防止するに必要な注意を行って

いた場合には、その所有者が損害の賠償義務を負うとされ、この所有者の義務は無過失責任とされてい

ます（民法第717条）。したがって、本投資法人の不動産の設置又は保存に瑕疵があり、それを原因と

して、第三者に損害を与えた場合には、直接又は不動産信託受託者を通じて間接的に、本投資法人が損

害賠償義務を負担するおそれがあります。

　本投資法人は、その運用資産に関し、賠償責任保険その他の適切な保険を付保する方針ですが、保険

契約に基づいて支払われる保険金の上限額を上回る損害が発生しないとの保証はなく、また、保険事故

が発生した場合に常に十分な金額の保険金が適時に支払われるとの保証もなく、その結果、本投資法人

の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（サ）共有物件に関するリスク

 

　本投資法人が保有する不動産等が第三者との間で共有されている場合には、当該不動産等の持分を譲

渡する場合における他の共有者の先買権又は優先交渉権、譲渡における一定の手続の履践義務等、共有

者間で締結される協定書又は規約等による一定の制限に服することがあります。

　また、不動産を単独で所有している場合に比べ、共有不動産は、法的に様々な側面で制約を伴いま

す。

　まず、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有物の変更に当たる行為には共有者全員の合意を

要し（民法第251条）、変更に当たらない管理は共有者の持分の過半数で決定する（民法第252条）もの

とされています。したがって、特に本投資法人が持分の過半数を有していない場合には、当該不動産の

管理及び運営について本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。また、共有者

はその持分の割合に応じて共有物の全体を利用することができるため（民法第249条）、他の共有者に

よるかかる権利行使によって、本投資法人の当該不動産の利用が妨げられる可能性があります。

　共有不動産を賃貸する場合、賃料債権は不可分債権と解されるおそれがあり、また、敷金返還債務は

不可分債務であると一般的には解されています。したがって、他の共有者（賃貸人）の債権者が当該共

有者の持分の割合を超えて賃料債権全部を差し押さえ、又は他の共有者がテナントからの敷金返還債務

をその持分の割合に応じて履行しない場合に、本投資法人が敷金全額を返還せざるを得なくなる可能性

があります。これらの場合、本投資法人は、差し押さえられた賃料のうち自己の持分に応じた金額の支

払や返還した敷金のうち他の共有者の持分に応じた金額の償還を当該他の共有者に請求することができ

ますが、当該他の共有者の資力の如何によっては、支払又は償還を受けることができない可能性があり

ます。共有不動産に課税される固定資産税等の公租公課、共有不動産の修繕費、保険料等にも、他の共

有者が債務を履行しない場合につき、同様の問題があります。
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　さらに、不動産を共有する場合、他の共有者から共有物の分割請求（民法第256条）を受ける可能性

があります。分割請求が権利の濫用等として排斥されない場合で、現物による分割が不可能である場合

又は著しくその価値を損なうおそれのある場合は、本投資法人の意向にかかわらず、裁判所により共有

物全体の競売を命じられる可能性があります（民法第258条第２項）。共有者間で不分割の合意をする

ことは可能ですが（民法第256条）、合意の有効期間は５年以内とされています。しかも、不動産に関

する不分割特約は、その旨の登記をしなければ当該不動産の共有持分の譲受人等第三者に対抗できない

ことがあります。また、共有者において、破産手続、会社更生手続又は民事再生手続が開始された場合

は、特約があっても、管財人等は分割の請求をすることができます。但し、共有者は、破産手続、会社

更生手続又は民事再生手続の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得することが

できます（破産法第52条、会社更生法第60条、民事再生法第48条）。

　共有者は、自己の共有持分を自由に処分することができます。したがって、本投資法人の意向にかか

わりなく他の共有者が変更される可能性があります。

　また、他の共有者の共有持分に抵当権又は根抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、

共有されていた不動産全体について、当該共有者（抵当権設定者）の持分割合に応じて当該抵当権の効

力が及ぶことになると考えられています。したがって、本投資法人の不動産である共有持分には抵当権

が設定されていなくても、他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、分割後の本投資法人

の不動産についても、他の共有者の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶこととなるリスクがあ

ります。

　以上のとおり、共有不動産については、単独所有の場合と比べて上記のような制限やリスクがあるた

め、既に述べた流動性のリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す可能性がありま

す。

 

（シ）借地権に関するリスク

 

　本投資法人は、敷地利用権（土地の賃借権及び地上権）と借地権設定地上の建物（以下「借地物件」

といいます。）に投資することがありますが、借地物件は、土地建物ともに所有する場合に比べ、特有

のリスクがあります。

　まず、敷地利用権は、土地の賃借権の場合も地上権の場合も、永久に存続するものではなく、定期借

地権の場合は借地契約に定める期限の到来により当然に消滅し、普通借地権の場合は期限の到来時に借

地権設定者側に更新を拒絶する正当な事由がある場合には消滅します。また、借地権者側に地代不払等

の債務不履行があれば解除により終了することもあります。借地権が消滅すれば、建物買取請求権が確

保されている場合を除き、建物を取り壊して土地を返還しなければなりません。仮に、建物買取請求が

認められても本投資法人が希望する価格で買い取られる保証はありません。

　さらに、敷地が売却され、又は抵当権の実行により処分されることがありますが、この場合に、本投

資法人が借地権について民法又は借地借家法等の法令に従い対抗要件を具備しておらず、又は競売等が

先順位の対抗要件を具備した担保権の実行によるものである場合、本投資法人は、譲受人又は買受人に

自己の借地権を主張できないこととなります。

　また、敷地利用権が土地の賃借権である場合には、これを取得し、又は譲渡する場合には、賃貸人の

承諾が必要ですが、かかる承諾が速やかに得られる保証はなく、また、得られたとしても承諾料の支払

を要求されることがあります。その結果、本投資法人が希望する時期や売却価格を含む条件で建物を処

分することができないおそれがあります。

　また、本投資法人が借地権を取得するに際して保証金を支払うこともあり得ますが、借地を明渡す際

に、敷地所有者の資力が保証金返還に足りないときは、保証金の全部又は一部の返還を受けられないお

それがあります。

　上記に加えて、建築基準法に基づく制度により、敷地利用権として隣接地等の余剰容積が移転されて

いる場合があり（以下「空中権」といいます。）、借地権と同様に期間満了又は建物の滅失等により空

中権が消滅する場合があります。
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（ス）売主の倒産等の影響に関するリスク

 

　本投資法人が不動産等を取得した直後に、売主について破産手続、民事再生手続、会社更生手続等の

倒産手続が開始された場合、当該不動産等の売買契約又はその対抗要件具備行為は、倒産した売主の管

財人等により否認される可能性があります。この場合、不動産等は、破産財団等に取戻される一方で、

本投資法人が売主に支払った売買代金等の返還請求権は、倒産手続における平等弁済の対象となり、著

しく低い金額しか回収できないことがあります。倒産手続が開始されない場合であっても、売主の財務

状況が劣悪である場合には、当該不動産等に係る売買契約が当該売主の債権者により詐害行為を理由に

取り消される可能性があります。

　また、売主につき倒産手続が開始された場合、裁判所又は管財人等が、本投資法人を買主とするある

売買取引を、担保付融資取引の性質を持つ取引であると法的に評価し、その結果、当該不動産等がなお

も売主（倒産手続であればその財団等）に属すると判断することがあります。この場合には、本投資法

人は、あたかも当該不動産等についての担保権者であるかのように取り扱われ、担保権（とみなされた

権利）の行使に対する制約を受けることとなります。特に、会社更生手続では、担保権の実行は会社更

生手続に従って行われ、弁済金額が切下げられることとなるなど、担保権の実行を手続外で行える破産

手続等に比較して、本投資法人はより大きな損害を受けるおそれがあります。

　また、上記否認の問題は、売主の前所有者（本投資法人から見て前々所有者等）が倒産した場合にも

生じ得ます。すなわち、本投資法人が、不動産等を取得した際に、前所有者である売主が前々所有者か

ら否認を主張される原因があることを認識していた場合には、かかる否認の効力が転得者である本投資

法人にも及ぶことになります（破産法第170条、会社更生法第93条、民事再生法第134条）。

　本投資法人においては、売主等の財務状況等も十分に検討した上で投資を決定しますが、売主又はそ

の前所有者に関する正確な財務情報が入手できる保証はなく、上記リスクが現実化するおそれは否定で

きません。

 

（セ）専門家報告書等に関するリスク

 

　不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析

の時点における評価を示したものにとどまり、客観的に適正な不動産価格と一致するとは限りません。

また、その評価の目的・方法は、必ずしも転売や再取得の場合における市場価格を算出することではあ

りません。したがって、同じ不動産について鑑定等を行った場合でも、不動産鑑定士等、評価方法又は

調査の方法若しくは時期によって鑑定評価額や調査価格が異なる可能性があります。また、かかる鑑定

及び価格調査の結果は、現在及び将来において当該鑑定評価額や調査価格による売買を保証又は約束す

るものではなく、不動産が将来売却される場合であっても当該鑑定評価額又は当該調査価格をもって売

却されるとは限りません。

　建物環境リスク評価書や土壌汚染リスク評価書も、個々の調査会社が行った分析に基づく意見の表明

であり、評価方法、調査の方法等によってリスク評価の内容が異なる可能性があります。また、かかる

報告書は、専門家が調査した結果を記載したものにすぎず、土壌汚染等の環境上の問題が存在しないこ

とを保証又は約束するものではありません。

　建物の構造、耐震性、法令や条例の適合状況、有害物質等の有無、隣地との境界等に関するエンジニ

アリングレポート（建物状況調査報告書）や地震リスク評価報告書についても、建物の状況及び構造に

関して専門家が調査した結果を記載したものにすぎず、取得対象資産に欠陥、瑕疵等が存在しないこと

を保証又は約束するものではなく、本投資法人による取得後に、取得した不動産に欠陥や瑕疵等が判明

する可能性があります。

　また、不動産の地震リスク分析の結果算出されるPML値も個々の専門家の分析に基づく予想値に過ぎ

ません。PML値は、予想損失額の再調達価格に対する比率で示されますが、将来地震が発生した場合、

予想以上に多額の復旧費用が必要となる可能性があります。

　その他、不動産に関しては、様々な専門家が国家又は民間団体の資格認定を受けて業務を遂行してい

ますが、すべての専門家が常に過誤無くあらゆる業務を遂行できるとの保証はありません。本資産運用

会社は、外部の資格を有する専門家の判断や報告に依拠して、本投資法人による資産取得を行います

が、その専門家の判断や報告が後に誤っていたとされるおそれがあり、その場合、本投資法人は重大な

悪影響を受けるおそれがあります。
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（ソ）マーケットレポートへの依存に関するリスク

 

　本投資法人は、物件の取得や売却に際し、様々な情報を得て投資判断を行いますが、その際、第三者

である専門家によるマーケットレポートでの分析を投資判断の材料とする場合があります。しかしなが

ら、第三者によるマーケット分析は、個々の調査会社の分析に基づく、分析の時点における評価に関す

る意見を示したものに留まり、客観的に適正なエリア特性、需要と供給、マーケットにおける位置づけ

等と一致するとは限りません。したがって、同じ物件について調査分析を行った場合でも、調査分析会

社、分析方法又は調査方法若しくは時期によってマーケット分析の内容が異なる可能性があります。特

に物流施設に関する情報はオフィスビルや住宅に比べるとサンプル数が少ない等、投資判断に必要なす

べての情報が網羅されている訳ではありません。

 

（タ）収入及び支出に関するリスク

 

　本投資法人の収入は、本投資法人が取得する不動産等の賃料収入に主として依存します。不動産に係

る賃料収入は、不動産の稼働率の低下等により大きく減少する可能性があるほか、市場環境の影響も受

けやすく、また、賃借人との協議や賃借人からの請求等により賃料が減額されること等により減少する

可能性があります。さらに、賃借人の財務状況が悪化した場合、賃貸借契約に基づく賃料支払が滞る可

能性があるほか、この延滞賃料、原状回復費用その他の損害金等の債務の合計額が敷金及び保証金で担

保される範囲を超える状況となる可能性があります。

　本投資法人の主たる投資対象である物流施設に関するテナントとの賃貸借契約の期間は、比較的長期

間であることが一般的ですが、このような契約においては、多くの場合、賃料等の賃貸借契約の内容に

ついて、定期的に見直しを行うこととされています。また、テナントは、定期賃貸借契約において明文

で排除されている場合を除き、賃料が不相当に高い場合には借地借家法に基づく賃料減額請求権を行使

することができます。したがって、本書の日付現在の賃料が今後も維持される保証はなく、賃料改定又

は賃料減額請求により賃料が減額されることにより不動産に係る賃料収入が減少する可能性がありま

す。

　一方、本投資法人の主要な営業費用は減価償却費、固定資産税や都市計画税等の固定的な費用で構成

されており、賃料収入が減少した場合、本投資法人の収益性や分配金の水準が大きく悪化する可能性が

あります。

　また、退去するテナントへの預り敷金及び保証金の返還、多額の資本的支出、不動産の取得等に要す

る費用、その他不動産に関する支出が状況により増大する可能性があります。

　さらに、賃貸借契約上、賃借人が賃貸借契約上解約権を留保している場合等には、契約期間中であっ

ても賃貸借契約が終了する場合があります。また、契約期間が満了する際、常に契約が更新されるとの

保証はありません。これらの場合、稼働率が低下し、不動産に係る賃料収入が減少することがありま

す。賃貸借契約において、賃貸借契約が更新される際の更新料、契約期間中に賃借人が解約した場合の

違約金に関して敷金・保証金の没収について規定することがありますが、かかる規定は状況によっては

その全部又は一部が無効とされ、その結果本投資法人に想定外の収入の減少をもたらす可能性がありま

す。

 

（チ）PM会社に関するリスク

 

　本投資法人の収益性を確保する観点から、建物の保守管理、テナントの管理を含めた不動産の管理も

重要ですが、その良否も、建物を管理するPM会社の能力、経験、ノウハウによるところが大きく、PM会

社の業務遂行能力に大きく依拠することになります。したがって、本投資法人がPM会社を選定するに当

たっては、その候補業者の資質、経験、ノウハウ、テナント・リレーション等を慎重に考慮することが

前提となりますが、選定されたPM会社における人的・財産的基盤が今後も優良である保証はありませ

ん。PM会社の業務遂行能力が低下した場合やPM会社が交替する場合等、当該不動産の管理状況が悪化

し、収益の悪化等により本投資法人が損失を被るおそれがあります。
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（ツ）少数のテナントやシングル・テナントに依存しているリスク

 

　本投資法人の保有資産には、一部の少数のテナントへ賃貸され、又は単一のテナントへ物件全体を賃

貸するいわゆるシングル・テナント物件もあります。このような物件において既存テナントの営業状

況、財務状況が悪化し、賃料支払が遅延したり、物件から退去した場合、当該物件の稼働率が大きく減

少し、代替テナント確保のために賃料水準を引き下げざるを得なくなり、賃料収入に大きな影響を及ぼ

す可能性があり、さらに敷金等の返還のため一度に多額の資金の出捐を余儀なくされる可能性もありま

す。また、新たなテナントの要望にあわせ本投資法人の負担で大規模な工事を行わざるを得なくなる可

能性もあります。特に、特定のテナントのニーズに合わせて開発されるビルド・トゥ・スーツ型物流施

設において、これらのリスクが顕著となる可能性があります。

　さらに、このようなシングル・テナントを含む、単一又は少数の核となる大規模テナントが存在する

物件においては、当該テナントとの間で、優先購入権や処分禁止に関する合意（その内容は様々で

す。）がなされることがあり、物件の所有権又はこれらを信託財産とする信託の受益権を第三者に売却

しようとする場合に、当該テナントに優先購入権が与えられている等により、物件の自由な売却その他

の処分が制限される場合があります。かかる合意がなされている場合、取得及び売却により多くの時間

や費用を要したり、価格の減価要因となる可能性があります。

 

（テ）特定の物件への依存度が高いことに係るリスク

 

　保有資産により構成される本投資法人のポートフォリオは、８物件により構成され、各保有資産の取

得価格が取得価格の総額に占める割合は、８物件中７物件が10％超となっています。したがって、その

うちのいずれかの物件が何らかの理由で毀損、滅失若しくは劣化し、又はオペレーションが困難となる

事由が生じた場合、さらにはその主要なテナントの財政状態又は経営成績が悪化したり、物件から退去

した場合には、本投資法人の収益等に大きな悪影響が生じる可能性があります。

 

（ト）敷金及び保証金に関するリスク

 

　不動産賃貸においては、賃借人が多額の敷金及び保証金を長期間にわたって無利息又は低利で賃貸人

に預託することが多く、本投資法人は、今後、これらの資金を資産の取得資金や資産の運用に係る支出

の一部として活用することを想定しています。しかし、賃貸市場の動向、賃借人との交渉等により、本

投資法人の想定よりも賃借人からの敷金及び保証金の預託額が少なくなり、又は預託期間が短くなる可

能性があります。この場合、必要な資金を借入れ等により調達せざるを得なくなり、その結果、本投資

法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（ナ）転貸に関するリスク

 

ａ．転借人に関するリスク

　本投資法人は、その保有する不動産等につき、転貸を目的として賃借人に一括して賃貸することがあ

ります。このように、賃借人に不動産等の全部又は一部を転貸させる権限を与えた場合、本投資法人

は、不動産等に入居するテナントを自己の意思により選択できなくなったり、退去させられなくなる可

能性があります。また、賃借人の賃料が転借人から賃借人に対する賃料に連動する場合、転借人の信用

状態等が、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

ｂ．敷金等の返還義務に関するリスク

　転貸借関係における賃貸借契約が合意解約された場合その他一定の場合には賃貸人が転貸人の地位を

承継し、転貸人の転借人に対する敷金等の返還義務が賃貸人に承継される可能性があります。
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（ニ）マスターリースに関するリスク

 

　投資対象となる不動産等において、PM会社等が当該不動産等の所有者である本投資法人又は信託受託

者との間でマスターリース契約を締結してマスターリース会社となり、その上でエンドテナントに対し

て転貸する場合があります。

　本投資法人又は信託受託者がマスターリース契約を締結する場合、マスターリース会社の財務状態の

悪化により、マスターリース会社の債権者がマスターリース会社のエンドテナントに対する賃料債権を

差し押さえる等により、マスターリース会社から賃貸人である本投資法人又は信託受託者への賃料の支

払が滞る可能性があります。

 

（ヌ）フォワード・コミットメント等に関するリスク

 

　本投資法人は、不動産等を取得するに当たり、いわゆるフォワード・コミットメント（先日付の売買

契約であって、契約締結から一定期間経過した後に決済・物件引渡しを行うことを約する契約）等を行

うことがあります。不動産売買契約が、買主の事情により解約された場合には、買主は債務不履行によ

る損害賠償義務を負担することとなります。また、損害額等の立証にかかわらず、不動産等売買価格に

対して一定の割合の違約金が発生する旨の合意がなされることも少なくありません。フォワード・コ

ミットメント等の場合には、契約締結後、決済・物件引渡しまでに一定の期間があるため、その期間に

おける市場環境の変化等により本投資法人が不動産取得資金を調達できない場合等、売買契約を解約せ

ざるを得なくなった場合には、違約金等の支払により、本投資法人の財務状態が悪化する可能性があり

ます。

 

（ネ）地球温暖化対策に関するリスク

 

　法律又は条例により、地球温暖化対策として、一定の不動産の所有者に温室効果ガス排出に関する報

告や排出量制限の義務が課されることがあります。これらの制度の創設又は拡充に伴い、排出権削減の

ための建物改修工事を実施したり、排出権等を取得する等の負担を余儀なくされる可能性があります。

　またテナントの事業はトラック輸送に大きく依存しているため、地方公共団体の自動車排出窒素酸化

物及び粒子状物質の総量規制等の規制が強化された場合、テナントの費用が増加する結果、物流施設に

対する需要が縮小する可能性があります。

 

（ノ）開発物件に関するリスク

 

　本投資法人は、運用ガイドラインにおいて、未稼働の不動産等は、原則としてその投資対象としてい

ませんが、例外的に未稼働の不動産等への投資を検討する場合があります。未稼働の段階で売買契約を

締結する場合には、様々な事由により、開発が遅延し、変更され、又は中止されることにより、売買契

約どおりの引渡しを受けられない可能性があるほか、入居率において不確実性が存在することがありま

す。この結果、開発物件からの収益等が本投資法人の予想を大きく下回る可能性があるほか、予定され

た時期に収益等が得られなかったり、収益等が全く得られなかったり、又は予定されていない費用、損

害若しくは損失を本投資法人が負担し若しくは被る可能性があり、その結果本投資法人の収益等が悪影

響を受ける可能性があります。

 

（ハ）太陽光発電設備が付帯した物件に関するリスク

 

　保有資産には本投資法人は太陽光発電設備が付帯している物件が含まれており、保有資産における当

該太陽光発電設備は太陽光発電事業者に対して賃貸されています。当該テナントとの賃貸借契約上、賃

料については現在固定賃料となっていますが、将来、テナントによる売電事業の売電収入に連動する変

動賃料制を一部採用する可能性もあり、その場合、本投資法人の賃料収入はテナントの売電事業の成果

により影響を受けることになります。売電事業については、天候、売電事業者間の競争環境、売電事業

に関する国の施策及び規制その他様々な要因によるリスクを伴い、これらの要因により、当該テナント

による売電事業の売電収入が減少した場合、本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。
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④　投資法人の運用資産：信託の受益権特有のリスク

　本投資法人が、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権を取得する場合には、以下の

ような信託の受益権特有のリスクがあります。

　なお、以下、平成19年９月30日施行の信託法（平成18年法律第108号。その後の改正を含みます。）を「新

信託法」といい、同日施行の信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第109号。そ

の後の改正を含みます。）（以下「信託法整備法」といいます。）による改正前の信託法（大正11年法律第

62号。その後の改正を含みます。）を「旧信託法」といい、信託契約に別段の定めがない限り、平成19年９

月30日より前に効力を生じた信託契約については、信託財産についての対抗要件に関する事項を除き、旧信

託法が適用されます（信託法整備法第２条）。

 

（ア）信託受益者として負うリスク

 

　信託受益者とは信託の利益を享受するものですが、他方で、旧信託法の下では、受託者が信託事務の

処理上発生した信託財産に関する租税、受託者の報酬、信託財産に瑕疵があることを原因として第三者

が損害を被った場合の賠償費用等の信託費用については、最終的に受益者が負担することになっていま

す（旧信託法第36条第２項）。すなわち、信託受託者が信託財産としての不動産を所有し管理するのは

受益者のためであり、その経済的利益と損失は、最終的にはすべて受益者に帰属することになります。

従って、本投資法人が不動産、不動産の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権を取得する場合

には、信託財産に関する十分なデュー・ディリジェンスを実施し、保険金支払能力に優れる保険会社を

保険者、受託者を被保険者とする損害保険を付保すること等、本投資法人自ら不動産を取得する場合と

同等の注意をもって取得する必要があり、一旦不動産、不動産の賃借権若しくは地上権を信託する信託

の受益権を保有するに至った場合には、信託受託者を介して、原資産が不動産である場合と実質的にほ

ぼ同じリスクを受益者たる本投資法人が負担することになり、その結果、本投資法人の収益又は存続に

悪影響を及ぼすおそれがあります。新信託法の下では、旧信託法第36条第２項が廃止され、原則として

信託受益者がこのような責任を負うことはなくなりましたが、信託受益者と信託受託者の間で信託費用

等に関し別途の合意をした場合には、当該合意に従い信託受益者に対し信託受託者から信託費用等の請

求がなされることがあり（新信託法第48条第５項、第54条第４項）、その場合には同様に本投資法人の

収益等に悪影響が生じる可能性があります。

 

（イ）信託受益権の流動性に関するリスク

 

　本投資法人が信託受益権を保有し、信託受託者を通じて信託財産としての不動産を処分する場合に

は、既に述べた不動産の流動性リスクが存在します。また、信託受益権を譲渡しようとする場合には、

信託受託者の承諾を契約上要求されるのが通常です。さらに、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信

託する場合の信託受益権については金融商品取引法上の有価証券とみなされますが、譲渡に際しては債

権譲渡と同様の譲渡方法によるため（新信託法第94条）、株券や社債券のような典型的な有価証券ほど

の流動性があるわけではありません。また、信託受託者は原則として瑕疵担保責任を負っての信託不動

産の売却を行わないため、本投資法人の意思にかかわらず信託財産である不動産の売却ができなくなる

可能性があります。
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（ウ）信託受託者に関するリスク

 

ａ．信託受託者の破産・会社更生等に関するリスク

　信託法上、受託者が倒産手続の対象となった場合に、信託財産が破産財団又は更生会社の財産その他

受託者の固有財産に属するか否かに関しては、旧信託法の下では、明文の規定はないものの、同法の諸

規定、とりわけ信託財産の独立性という観点から、登記等の対抗要件を具備している限り、信託財産が

受託者の破産財団又は更生会社の財産その他受託者の固有財産に帰属するリスクは極めて低いと判断さ

れます。新信託法においては、信託財産は信託受託者の固有財産に属しない旨が明文で規定されていま

す（新信託法第25条第１項、第４項及び第７項）。但し、信託財産であることを破産管財人等の第三者

に対抗するためには、信託された不動産に信託設定登記をする必要がありますので、不動産を信託する

信託の受益権については、この信託設定登記がなされるものに限り本投資法人は取得する予定です。し

かしながら、必ずこのような取扱いがなされるとの保証はありません。

 

ｂ．信託受託者の債務負担に伴うリスク

　信託財産の受託者が、信託目的に反して信託財産である不動産を処分した場合、又は信託財産である

不動産を引当てとして、何らかの債務を負うことにより、不動産を信託する信託の受益権を財産とする

本投資法人が不測の損害を被る可能性があります。かかるリスクに備え、旧信託法及び新信託法は信託

の本旨に反した信託財産の処分行為の取消権を受益者に認めていますが、本投資法人は、常にかかる権

利の行使により損害を免れることができるとは限りません。

 

（エ）信託受益権の準共有等に関するリスク

 

　信託受益権が準共有されている場合、単独で保有する場合には存在しない種々の問題が生じる可能性

があります。旧信託法の下では所有権以外の財産権の準共有については、所有権の共有に関する規定が

可能な限り準用されます（民法第264条）。新信託法の下では信託受益者が複数の場合の意思決定の方

法に関する明文規定があり（新信託法第105条以下）、信託受益権が準共有されている場合にもかかる

規定の適用があるものと解されるため、所有権の共有に関する民法の規定に優先してかかる規定がまず

適用されます。

　旧信託法の下では、準共有者間で別段の定めをした場合を除き、準共有されている信託受益権の変更

に当たる行為には準共有者全員の合意を要し（民法第251条）、変更に当たらない管理は、準共有者の

準共有持分の過半数で決定する（民法第252条）ものと考えられます。従って、特に本投資法人が準共

有持分の過半数を有していない場合には、当該不動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本

投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。

　一方、新信託法の下では、信託契約において意思決定の方法が定められていない場合、一定の行為を

除き、準共有者の全員一致によることになるものと解されます（新信託法第105条第１項本文）。この

場合には、他の準共有者全員が承諾しない限り、当該不動産の管理及び運営についての信託受益者の指

図に本投資法人の意向を反映させることができないこととなります。また、信託契約において別の意思

決定の方法が定められている場合でも、当該方法が本投資法人の意向を反映するような形で定められて

いるとは限らず、同様に信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させることができない可能性があ

ります。

　準共有持分の処分については、旧信託法及び新信託法いずれの下でも、準共有者は、信託受託者の承

諾を得ることを条件として、自己の準共有持分を自己の判断で処分することができます。従って、本投

資法人の意向にかかわりなく他の準共有者が変更される可能性があります。準共有者の間において信託

契約とは別の協定書等において、準共有者が準共有持分を処分する場合に他の準共有者に先買権若しく

は優先交渉権を与え、又は一定の手続の履践義務等が課されることがあります。この場合は、本投資法

人の知らない間に他の準共有者が変動するリスクは減少しますが、本投資法人がその準共有持分を処分

する際に制約を受けることになります。
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　別段の合意のない限り、信託受益権の準共有者が信託受託者に対して有する信託交付金の請求権は不

可分債権と解されるおそれがあり、また、信託受託者に対して負担する信託費用等の支払義務は、不可

分債務であると一般的には解されています。従って、他の準共有者の債権者が当該準共有者の準共有持

分の割合を超えて信託交付金請求権全部を差し押さえ、又は他の準共有者が信託受託者からの信託費用

等の請求をその準共有持分の割合に応じて履行しない場合に、本投資法人が請求された全額を支払わざ

るを得なくなる可能性があります。不動産自体が共有されている場合と同様、これらの場合、本投資法

人は、差し押さえられた信託交付金請求権のうち自己の準共有持分に応じた金額の支払や支払った信託

費用等のうち他の準共有者の準共有持分に応じた金額の償還を当該他の準共有者に請求することができ

ますが、当該他の準共有者の資力の如何によっては、支払又は償還を受けることができない可能性があ

ります。

 

⑤　匿名組合出資持分への投資に関するリスク

　本投資法人はその規約に基づき、不動産に関する匿名組合出資持分への投資を行うことがあります。本投

資法人が出資する匿名組合では、本投資法人の出資を営業者が不動産等に投資しますが、当該不動産等に係

る収益が悪化した場合、当該不動産等の価値が下落した場合や匿名組合に係る不動産等が想定した価格で売

却できない場合等には、当該匿名組合出資持分より得られる運用益や分配される残余財産の減少等により損

害を被る可能性があります。また、匿名組合出資持分については契約上譲渡が禁止若しくは制限されている

場合があり、又は、確立された流通市場が存在しないため、その流動性が低く、本投資法人が譲渡を意図し

ても、適切な時期及び価格で譲渡することが困難な場合があります。また、匿名組合出資持分への投資は、

営業者が開発する新規物件に係る優先交渉権の取得を目的として行われることがありますが、かかる優先交

渉権により当該新規物件を取得できる保証はありません。

 

⑥　特定目的会社の優先出資証券への投資に関するリスク

　本投資法人はその規約に基づき、資産流動化法に基づく特定目的会社がその資産の２分の１を超える額を

不動産等に投資することを目的とする場合、その優先出資証券への投資を行うことがあります。かかる優先

出資証券への投資を行う場合にも、本投資法人は、税法上の配当等の額の損金算入要件（いわゆる導管性要

件）（後記「⑦税制等に関するリスク／（ア）配当等の額の損金算入に関する課税の特例の適用に関する一

般的なリスク」をご参照ください。）に抵触することなく保有する意向です。また、規約に基づき中長期の

安定運用を目標としているため、取得した優先出資証券につき短期間でその売却を行うことは意図しており

ません。但し、売却する方が本投資法人にとってより経済的な合理性があると判断される場合、その売却を

行うことがあります。

　しかしながら、優先出資証券については確立された流通市場が存在しないため、その流動性が低く、従っ

て売却を意図してもその売却が困難な場合があり、又は、予定より低い価額での売買を余儀なくされる可能

性があります。また、特定目的会社の投資する不動産に関する収益が悪化した場合や当該不動産の価値が下

落した場合又は特定目的会社の開発する不動産が予想した価格で売却できない場合、さらには導管体である

特定目的会社において意図されない課税が生じた場合等には、当該特定目的会社の発行する優先出資証券に

投資した本投資法人が当該優先出資証券より得られる運用益や分配される残余財産の減少等により損害を被

るおそれがあります。また、優先出資証券の発行をした特定目的会社が自ら土地又は土地の賃借権を取得し

てその上に建物を建築する場合もあり、そのような場合には、前記「③投資法人の運用資産：原資産である

不動産特有のリスク／（ノ）開発物件に関するリスク」に記載のリスクがあります。
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⑦　税制等に関するリスク

 

（ア）導管性の維持に関する一般的なリスク

 

　税法上、一定の要件（以下「導管性要件」といいます。）を満たした投資法人に対しては、投資法人

と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額を投資法人の損金に算入することが認められて

います。導管性要件のうち一定のものについては、計算期間毎に判定を行う必要があります。本投資法

人は、導管性要件を継続して満たすよう努めていますが、今後、本投資法人の投資主の異動・減少、海

外投資主比率の増加、資金の調達先、分配金支払原資の制限・不足、法律の改正その他の要因により導

管性要件を満たすことができない計算期間が生じる可能性があります。現行税法上、導管性要件を満た

さなかったことについてやむを得ない事情がある場合の救済措置が設けられていないため、後記（オ）

「同族会社要件について本投資法人のコントロールが及ばないことによるリスク」に記載する同族会社

化の場合等、本投資法人の意図しないやむを得ない理由により要件を満たすことができなかった場合に

おいても、配当等の額を損金算入できなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配

額や純資産額が減少する可能性があり、本投資証券の市場価格に影響を及ぼすこともあります。

 

（イ）過大な税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク

 

　平成21年４月１日以後終了した計算期間に係る導管性要件のうち、租税特別措置法施行令に規定する

配当可能利益の額の90％超の金銭の分配を行うべきとする要件（以下「支払配当要件」といいます。）

においては、投資法人の税引前の会計上の利益を基礎として支払配当要件の判定を行うこととされてい

ます。従って、会計処理と税務上の取扱いの差異により、又は90％の算定について税務当局の解釈・運

用・取扱いが本投資法人の見解と異なること等により、過大な税負担が発生した場合には、この要件を

満たすことが困難となる計算期間が生じる場合があり得ます。なお、平成27年４月１日以後に開始する

計算期間については、会計処理と税務上の取扱いの差異が生じた場合であっても、一時差異等調整引当

額の増加額を配当等の額として取扱い、損金算入することが可能になるという手当てがなされていま

す。

 

（ウ）借入れに係る導管性要件に関するリスク

 

　税法上、上記の各計算期間毎に判定を行う導管性要件の一つに、借入れを行う場合には投資法人が租

税特別措置法に規定する機関投資家以外の者から借入れを行っていないことという要件があります。

従って、本投資法人が何らかの理由により上記機関投資家以外からの借入れを行わざるを得ない場合、

又は、保証金若しくは敷金の全部若しくは一部がテナントからの借入金に該当すると解釈された場合に

おいては、導管性要件を満たせないことになります。この結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主

への分配額や純資産額が減少する可能性があります。
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（エ）資金不足により計上された利益の全部を配当できないリスク

 

　本投資法人において利益が生じているにもかかわらず金銭の借入れ又は投資法人債の発行に際しての

財務制限条項上、一定額を内部留保しなければならない等、配当原資となる資金が不足する場合は、借

入金や資産の処分により配当原資を確保する場合があります。しかしながら、導管性要件に基づく借入

先の制限や資産の処分の遅延等により機動的な資金調達ができない場合には、配当の金額が租税特別措

置法施行令に規定する配当可能利益の額の90％超とならない可能性があります。かかる場合、配当等の

額を損金算入できなくなることにより本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額や純資産

額が減少する可能性があります。

 

（オ）同族会社要件について本投資法人のコントロールが及ばないことによるリスク

 

　各計算期間毎に判定を行う導管性要件のうち、計算期間終了時に同族会社のうち租税特別措置法施行

令で定めるものに該当していないこと（発行済投資口の総数又は一定の議決権総数の50％超が１人の投

資主グループによって保有されていないこと等）とする要件、すなわち、同族会社要件については、本

投資証券が市場で流通することにより、公開買付等により、本投資法人のコントロールの及ばないとこ

ろで、結果として満たされなくなる計算期間が生じるリスクがあります。

　本投資法人が同族会社要件を満たさなくなった場合、配当等の額を損金算入できなくなることにより

本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。

 

（カ）投資口を保有する投資主数について本投資法人のコントロールが及ばないことによるリスク

 

　税法上、導管性要件の一つに、計算期間末において投資法人の投資口が租税特別措置法に規定する機

関投資家のみにより保有されること、又は50人以上の投資主に保有されることという要件があります。

しかし、本投資法人は投資主による投資口の売買をコントロールすることができないため、本投資法人

の投資口が50人未満の投資主により保有される（上記の機関投資家のみに保有される場合を除きま

す。）こととなる可能性があります。かかる場合、配当等の額を損金算入できなくなることにより本投

資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。

 

（キ）税務調査等による更正処分のため、追加的な税金が発生するリスク及び支払配当要件が事後的に満た

されなくなるリスク

 

　本投資法人に対して税務調査が行われ、税務当局との見解の相違により過年度の課税所得計算につい

て追加の税務否認項目等の更正処分を受けた場合には、予想外の追加的な課税が発生することとなり、

過年度における支払配当要件が事後的に満たされなくなるリスクがあります。現行税法上このような場

合の救済措置が設けられていないため、本投資法人が過年度において損金算入した配当金が税務否認さ

れる結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。

 

（ク）不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク

 

　本投資法人は、本書の日付現在において、一定の内容の投資方針を規約に定めることその他の税制上

の要件を充足することを前提として、直接に不動産を取得する場合の不動産取得税及び登録免許税の軽

減措置の適用を受けることができると考えています。しかし、本投資法人がかかる軽減措置の要件を満

たすことができない場合、又は軽減措置の要件が変更され若しくは軽減措置が廃止された場合におい

て、軽減措置の適用を受けることができなくなる可能性があります。
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（ケ）一般的な税制の変更に関するリスク

 

　不動産、信託の受益権その他投資法人の運用資産に関する税制若しくは投資法人に関する税制又はか

かる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果本投資法

人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。また、投資証券に係る税制又はかかる税制に関する解

釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資証券の保有又は売却による手取金の額が減少する可能性が

あります。

 

（コ）減損会計の適用に関するリスク

 

　固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日）が、平成17年４月１日以後開始する事業年度より強制適用されること

になったことに伴い、本投資法人においても第１期計算期間より「減損会計」が適用されています。

「減損会計」とは、主として土地・建物等の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収

する見込みが立たなくなった場合に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減

額する会計処理のことをいいます。

　「減損会計」の適用に伴い、地価の動向及び運用資産の収益状況等によっては、会計上減損損失が発

生し、本投資法人の損益に悪影響を及ぼす可能性があります。なお、平成27年４月１日以後に開始する

計算期間については、会計処理と税務上の取扱いの差異が生じた場合であっても、一時差異等調整引当

額の増加額を配当等の額として取扱い、損金算入することが可能になるという手当てがなされていま

す。

 

（サ）納税遅延に係る延滞税等の発生に関するリスク

 

　本投資法人において納税義務が発生した場合に、納付原資の不足等の事情により納期限内に納税が完

了しない可能性があります。この場合、遅延納付となった税額に対し遅延期間に応じ延滞税等が発生

し、納税が発生した事業年度の投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。

 

⑧　その他

（ア）取得予定資産を組み入れることができないリスク

 

　本投資法人は、本書の日付現在保有する資産の運用のみを目的としているものではなく、ポートフォ

リオの質の向上、ひいては投資主価値の最大化に資するため、規約及び資産運用ガイドラインに基づ

き、新たな資産取得に向けた市場調査や情報の入手並びに資産譲渡の実現可能性の把握等に努めてお

り、また、必要に応じ、資産取得又は資産譲渡の検討や関係者との協議を行っています。従って、今

後、本投資法人の行う資産の運用において、本投資法人が本書の日付現在保有する資産以外の資産の取

得、又はこれらの一部の譲渡を行うことがあり得ます。しかしながら、本書の日付以後資産取得までの

間に、かかる契約に定められた一定の条件が成就しないことにより、取得予定資産を購入することがで

きず、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

　また、本投資法人が信託受益権として取得予定の資産の一部については、本投資法人による取得に先

立ち信託が設定される場合があり、しかし、何らかの理由により、取得予定資産が信託されないことも

ありえます。このような場合、停止条件付信託受益権譲渡契約の停止条件が成就しないとされるため、

本投資法人が当該取得予定資産を取得することができず、その結果、投資主又は投資法人債権者は損害

を被る可能性があります。
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（イ）本投資法人の資金調達（金利環境）に関するリスク

 

　本投資法人は、一定の金融機関との間で、借入れに関し基本合意書を締結しています。しかしなが

ら、個別の貸付については、与信審査等の内部手続を経るため、本投資法人が希望する額及び条件によ

る貸出しの実行がなされる保証はありません。本投資法人が取得予定資産を購入するまでに借入金利が

著しく変更される等、資金の借入れに時間を要し、取得予定資産を購入することが遅れることで、投資

主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

　また、借入れを予定どおり行い、本投資法人が取得予定資産を購入した後においても、本投資法人の

資産の売却等により借入資金の期限前返済を行う場合には、期限前返済コスト（違約金等）が発生する

場合があります。この場合、このコストはその発生時点における金利情勢によって決定される場合があ

る等、予測し難い経済状況の変更により投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

　加えて、本投資法人は、金利変動の影響を軽減するため、変動金利と固定金利のスワップ取引及び長

期借入れや返済期限の分散化等の取組みを行う予定です。しかし、これらの取組みによっても金利変動

の影響を軽減できない場合があり、その場合には、本投資法人の財務状況に悪影響が及ぶ可能性があり

ます。

 

（ウ）過去の収支状況が将来の本投資法人の収支状況と一致しないリスク

 

　本投資法人が取得を予定する資産については、売主その他の関係者から当該資産の過去の収支状況に

係る情報を入手することがあります。しかし、これらは、本投資法人の会計方針に沿った会計監査等の

手続を経たものではなく、現所有者等から提供を受けた参考としての情報にすぎません。特に契約形態

が大きく異なる場合、比較可能性の低い情報となることがあります。また、当該情報は不完全であるお

それがあるほか、その正確性も担保されていない情報です。したがって、本投資法人が、取得予定資産

を取得した後に、適用ある会計原則に従ってそれらの収支を作成し監査済み財務諸表を作成した場合、

当該監査済みの収支は上記情報に基づく収支とは大幅に異なるおそれがあります。
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３【資産運用会社の概況】

（１）【資本金の額】

164.5百万円（本書の日付現在）

 

（２）【大株主の状況】

 

　本書の日付現在の本資産運用会社の大株主の状況は次のとおりです。

 

名称 住所
所有株式数

（株）
比率（％）

ラサール不動産投資顧問株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 6,200 100.0

合　　計 6,200 100.0

（注） 「比率」とは、発行済株式総数に対する所有株式数の比率をいいます。
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（３）【役員の状況】

 

　本書の日付現在における本資産運用会社の役員の状況は、以下のとおりです。

 

役職名 氏名 主要略歴
所有
株式数

代表取締役

社長
藤原 寿光

平成６年４月１日 日本生命保険相互会社　入社

－

平成９年３月25日 Nippon Life （Deutschland）GmbH（平成18年３月に解散

により消滅）出向

平成12年３月25日 日本生命保険相互会社

平成15年３月25日 NLI Properties East, Inc.（平成21年３月に解散により

消滅）出向

平成20年８月１日 MGPA Japan LLC（現　ブラックロック・ジャパン株式会社

に事業譲渡）入社

平成21年10月19日 ラサールインベストメントマネージメント株式会社（現　

ラサール不動産投資顧問株式会社）入社 アセットマネジ

メント部　アソシエイト・ディレクター

平成24年７月１日 同社　アセットマネジメント部　ディレクター

平成25年７月１日 同社　アセットマネジメント部　リージョナルディレク

ター

平成25年10月１日 同社　執行役員

平成27年５月29日 ラサールREITアドバイザーズ株式会社　出向 代表取締役

社長（現任）

平成27年10月９日 ラサールロジポート投資法人　執行役員（現任）

取締役

投資本部長
岩片 靖

平成４年４月１日 三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入

行

－

平成４年８月１日 同行　不動産営業部　法人営業第二室

平成６年10月１日 同行　不動産営業部　仲介業務室

平成８年７月１日 同行　不動産営業部　営業企画第一室　主任

平成８年10月１日 同行　神戸支店　不動産業務室　主任

平成９年７月１日 同行　同支店　営業推進室　主任

平成12年４月１日 同行　同支店　営業推進室　課長代理

平成12年７月１日 同行　塚口支店　財務相談室　課長代理

平成13年４月１日 同行　同支店　ローン課　課長代理

平成16年４月１日 同行　不動産業務部　プロジェクト推進第一グループ　調

査役

平成18年４月１日 同行　不動産業務部　法務審査グループ　調査役

平成19年10月１日 同行　不動産審査部　信託審査グループ　調査役

平成22年８月１日 同行　不動産審査部　信託審査グループ　主席調査役

平成24年４月１日 同行　不動産審査部　審査チーム　主任調査役

平成27年５月27日 ラサールREITアドバイザーズ株式会社　出向

投資本部長

平成27年５月29日 同社　出向　取締役　投資本部長（現任）
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役職名 氏名 主要略歴
所有
株式数

取締役

財務管理

本部長

石田 大輔

平成16年４月１日 株式会社三井住友銀行　入社

－

平成18年６月１日 株式会社KPMG FAS　入社

平成22年11月１日 ラサールインベストメントマネージメント株式会社　

（現　ラサール不動産投資顧問株式会社）入社

平成26年７月１日 同社　物流投資営業部　アソシエイト・ディレクター

平成27年５月29日 ラサールREITアドバイザーズ株式会社　出向

取締役　財務管理本部長（現任）

取締役 中嶋 康雄

平成３年４月１日 株式会社リクルートコスモス（現株式会社コスモスイニシ

ア）入社

エステートアプリケーション事業部

－

平成３年７月１日 株式会社リクルートビルマネジメント（現株式会社ザイ

マックス）へ出向（平成３年10月より転籍）

平成５年10月１日 株式会社リクルートコスモス

東京支社建築監理部（平成11年５月より平成14年５月31日

まで休職）

平成12年１月１日 プロスペクト・ディベロップメントコーポレーション設立

共同創立者、マネージング・ディレクター

平成14年６月３日 ラサールインベストメントマネージメント株式会社（現ラ

サール不動産投資顧問株式会社）入社

平成21年１月１日 同社代表取締役社長（現任）

平成21年10月26日 レッドウッド有限会社取締役（現任）

平成23年３月31日 ラサールインベストメントアドバイザーズ株式会社（現ラ

サールREITアドバイザーズ株式会社）取締役（非常勤）

（現任）

平成27年４月30日 株式会社ケイ・アイ　システムエンジニアリング

取締役

平成27年10月16日 箱根観光開発合同会社　職務執行者（現任）

平成28年６月23日 株式会社ＭＴＪ　代表取締役（予定）
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役職名 氏名 主要略歴
所有
株式数

取締役

ジェレミー

ポール

スノード

平成２年１月１日 ジョーンズ・ラング・ウートン エスアー（フランス）

（現ジョーンズ・ラング・ラサール　エスアー）

－

平成３年４月25日 ウィリアム　ジェフコート　リミテッド（英国）

取締役（現任）

平成４年10月１日 ジョーンズ・ラング・ウートン・ジャーマニー　ゲーエム

ベーハー（ドイツ）

（現ジョーンズ・ラング・ラサール・ジャーマニー　ゲー

エムベーハー）

取締役（ファイナンス）

平成11年８月１日 ジョーンズ・ラング・ラサール　ユーエスエイ　インク　

（米国）

取締役（内部監査）

平成16年５月１日 ラサールインベストメントマネージメント株式会社

（現ラサール不動産投資顧問株式会社）

ファイナンス＆オペレーションに関わるアジア・リージョ

ナル・ディレクター

平成17年９月８日 ラサール・インベストメント・マネージメント・コリア有

限会社（韓国）

取締役（現任）

平成21年３月31日 ラサールインベストメントマネージメント株式会社

（現ラサール不動産投資顧問株式会社）

取締役（非常勤）（現任）

平成21年11月１日 ラサール・インベストメント・マネージメント・エイジ

ア・プライベート・リミテッド（シンガポール）

取締役（現任）

平成23年７月６日 エルアイエム・エイジア・コインベストメンツ・プライ

ベート・リミテッド（シンガポール）

取締役（現任）

平成27年５月11日 ラサール・インベストメント・マネージメント・カンパ

ニー・リミテッド（韓国）

取締役（現任）

平成27年５月22日 ラサール・ジャパン・ロジスティクス・ツー・ジーピー・

リミテッド（ケイマン諸島）

取締役（現任）

平成27年５月22日 ラサール・アジア・オポチュニティ・スリー・ジーピー・

リミテッド（ケイマン諸島）

取締役（現任）

平成27年５月22日 ラサール・アジア・オポチュニティ・インベスターズ・ス

リー・ジーピー・リミテッド（ケイマン諸島）

取締役（現任）

平成27年５月22日 ラサール・アジア・オポチュニティ・フォー・ジーピー・

リミテッド（ケイマン諸島）

取締役（現任）

平成27年５月22日 ラサール・ジャパン・ロジスティクス・スリー・ジー

ピー・リミテッド（ケイマン諸島）

取締役（現任）

平成27年５月22日 ラサール・ジャパン・ロジスティクス・インベスターズ・

ツー・ジーピー・リミテッド（ケイマン諸島）

取締役（現任）

平成27年５月29日 ラサールREITアドバイザーズ株式会社

取締役（非常勤）（現任）
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役職名 氏名 主要略歴
所有
株式数

監査役 有木 京子

平成７年４月１日 東京証券株式会社（現東海東京証券株式会社）入社

金融法人営業部

－

平成８年12月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現シティ・グ

ループ証券株式会社）入社

投資銀行本部

平成14年10月 コメルツ証券株式会社入社

法務部

平成15年８月 JPモルガン信託銀行株式会社（現ニューヨークメロン信託

銀行株式会社）入社

トランザクション・マネジメント・グループ

平成18年５月 メリルリンチ日本証券株式会社入社

グローバル・プリンシパル・インベストメンツ

平成22年11月24日 ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社入社

トランザクション・リーガル

平成24年７月17日 バークレイズ証券株式会社入社

コンプライアンス部

平成26年７月８日 ラサール不動産投資顧問株式会社入社

リーガル＆コンプライアンス　オフィサー（現任）

平成27年５月29日 ラサールREITアドバイザーズ株式会社

監査役（非常勤）（現任）
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（４）【事業の内容及び営業の状況】

 

①　資産運用委託契約上の業務

 

　本資産運用会社は、次に掲げる業務を行います。

（ア）本投資法人の運用資産の運用に係る業務

（イ）本投資法人の資金調達に係る業務

（ウ）運用資産の状況その他の事項について、本投資法人に対する又は本投資法人のための報告、届出等の

業務

（エ）運用資産に係る運用計画の策定業務

（オ）その他本投資法人が随時委託する業務

（カ）前記（ア）ないし（オ）に付随し又は関連する業務

 

②　経理の概況

 

　資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。

 

（ア）主な資産、負債の概況

  
第15期

平成27年12月31日現在

 総資産 297,621千円

 総負債 10,647千円

 純資産 286,973千円

 

（イ）損益の概況

  
第15期

自 平成27年１月１日
至 平成27年12月31日

 営業損失 65,973千円

 経常損失 62,944千円

 当期純損失 38,668千円
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４【投資法人の経理状況】

 

１．中間財務諸表の作成方法について

　本投資法人の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令

第38号。その後の改正を含みます。）及び同規則第38条並びに第57条の規定により、「投資法人の計算に関する規

則」（平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。）に基づいて作成しています。

 

２．監査証明について

　本投資法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１期中間計算期間（平成27年10月９日か

ら平成28年３月31日まで）の中間財務諸表については、ＰｗＣあらた監査法人の中間監査を受けています。

 

３．中間連結財務諸表について

　本投資法人は子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成していません。
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（１）【中間貸借対照表】

 （単位：千円）

 
当中間期

(平成28年３月31日)

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 3,004,760

信託現金及び信託預金 2,484,951

営業未収入金 74,921

前払費用 79,463

繰延税金資産 12

未収消費税等 4,363,109

その他 141

流動資産合計 10,007,359

固定資産  

有形固定資産  

信託建物 53,254,716

減価償却累計額 △193,013

信託建物（純額） 53,061,702

信託構築物 666

減価償却累計額 △2

信託構築物（純額） 663

信託土地 110,804,439

有形固定資産合計 163,866,804

投資その他の資産  

長期前払費用 349,481

差入敷金及び保証金 10,117

投資その他の資産合計 359,599

固定資産合計 164,226,404

繰延資産  

創立費 32,907

繰延資産合計 32,907

資産合計 174,266,671
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 （単位：千円）

 
当中間期

(平成28年３月31日)

負債の部  

流動負債  

営業未払金 119,906

短期借入金 8,148,000

未払金 893,079

未払費用 28,305

未払法人税等 763

前受金 756,396

その他 185,544

流動負債合計 10,131,996

固定負債  

長期借入金 55,280,000

信託預り敷金及び保証金 2,263,486

固定負債合計 57,543,486

負債合計 67,675,483

純資産の部  

投資主資本  

出資総額 106,363,965

剰余金  

中間未処分利益又は中間未処理損失（△） 227,222

剰余金合計 227,222

投資主資本合計 106,591,187

純資産合計 ※１ 106,591,187

負債純資産合計 174,266,671
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（２）【中間損益計算書】

 （単位：千円）

 
当中間期

自　平成27年10月９日
至　平成28年３月31日

営業収益  

賃貸事業収入 ※１ 1,043,651

その他賃貸事業収入 ※１ 90,466

営業収益合計 1,134,117

営業費用  

賃貸事業費用 ※１ 320,311

資産運用報酬 67,244

資産保管・一般事務手数料 5,241

役員報酬 3,000

その他営業費用 15,002

営業費用合計 410,798

営業利益 723,319

営業外収益  

受取利息 166

営業外収益合計 166

営業外費用  

支払利息 47,467

創立費償却 3,671

投資口交付費 9,902

投資口公開関連費用 322,146

融資関連費用 107,324

その他 5,000

営業外費用合計 495,511

経常利益 227,973

税引前中間純利益 227,973

法人税、住民税及び事業税 763

法人税等調整額 △12

法人税等合計 750

中間純利益 227,222

中間未処分利益又は中間未処理損失（△） 227,222
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（３）【中間投資主資本等変動計算書】

当中間期（自　平成27年10月９日　至　平成28年３月31日）

    （単位：千円）

 投資主資本

純資産合計
 

出資総額

剰余金

投資主資本合計
 

中間未処分利益
又は中間未処理
損失（△）

剰余金合計

当期首残高 - - - - -

当中間期変動額      

新投資口の発行 106,363,965   106,363,965 106,363,965

中間純利益  227,222 227,222 227,222 227,222

当中間期変動額合計 106,363,965 227,222 227,222 106,591,187 106,591,187

当中間期末残高 106,363,965 227,222 227,222 106,591,187 106,591,187
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（４）【中間キャッシュ・フロー計算書】

 （単位：千円）

 
当中間期

自　平成27年10月９日
至　平成28年３月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前中間純利益 227,973

減価償却費 193,016

創立費償却 3,671

投資口交付費 9,902

受取利息 △166

支払利息 47,467

営業未収入金の増減額（△は増加） △74,921

未収消費税等の増減額（△は増加） △4,363,109

前払費用の増減額（△は増加） △79,463

長期前払費用の増減額（△は増加） △349,481

営業未払金の増減額（△は減少） 119,906

未払金の増減額（△は減少） 893,079

前受金の増減額（△は減少） 756,396

創立費の支払額 △36,579

その他 36,910

小計 △2,615,396

利息の受取額 166

利息の支払額 △19,161

法人税等の支払額 -

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,634,391

投資活動によるキャッシュ・フロー  

信託有形固定資産の取得による支出 △164,059,821

差入敷金及び保証金の差入による支出 △10,117

信託預り敷金及び保証金の受入による収入 1,452,443

信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △5,255

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,622,751

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 12,758,000

短期借入金の返済による支出 △4,610,000

長期借入れによる収入 55,280,000

投資口の発行による収入 106,354,062

財務活動によるキャッシュ・フロー 169,782,062

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,524,919

現金及び現金同等物の期首残高 -

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 4,524,919
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（５）【中間注記表】

[継続企業の前提に関する注記]

　　　該当事項はありません。

 

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

１．固定資産の減価償

却の方法

(1）有形固定資産（信託財産を含む。）

　定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。

 

建物 ２～79年

構築物

 

20年

 
 

２．繰延資産の処理方

法

(1）創立費

　５年間にわたり均等償却しています。

(2）投資口交付費

　支出時に全額費用処理しています。

３．収益及び費用の計

上基準

固定資産税等の処理方法

　保有する不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権に係る固定資産税、都市計画税及

び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事

業費用として費用処理する方法を採用しています。

　なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担し

た初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入

しています。当中間期において、不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は

701,110千円です。

４．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジによっています。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては

特例処理を採用しています。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段：金利スワップ取引

　　ヘッジ対象：借入金金利

(3）ヘッジ方針

　　本投資法人は、市場リスク管理方針に基づき、投資法人規約に規定するリスクをヘッジ

する目的でデリバティブ取引を行っています。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　　金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。

５．中間キャッシュ・

フロー計算書にお

ける資金の範囲

　中間キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及び信

託現金、随時引出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっています。

６．その他中間財務諸

表作成のための基

本となる重要な事

項

(1）不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法

　保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及

び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、中間貸借対照表及

び中間損益計算書の該当勘定科目に計上しています。

　なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、中

間貸借対照表において区分掲記しています。

①信託現金及び信託預金

②信託建物、信託構築物、信託土地

③信託預り敷金及び保証金

(2）消費税等の処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
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[中間貸借対照表に関する注記]

※１．投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項に定める最低純資産額

 
当中間期

（平成28年３月31日）

 50,000千円

 

[中間損益計算書に関する注記]

※ １．不動産賃貸事業損益の内訳

(単位:千円)

 
当中間期

自　平成27年10月９日
至　平成28年３月31日

A.不動産賃貸事業収益   

 賃貸事業収入   

 賃料収入 937,050  

 共益費収入 106,601 1,043,651

 その他賃貸事業収入   

 水道光熱費収入 57,088  

 駐車場収入 25,666  

 その他賃貸収入 7,711 90,466

 不動産賃貸事業収益合計  1,134,117

B.不動産賃貸事業費用   

 賃貸事業費用   

 外注委託費 59,806  

 水道光熱費 60,005  

 損害保険料 2,429  

 減価償却費 193,016  

 その他賃貸事業費用 5,052  

 不動産賃貸事業費用合計  320,311

C.不動産賃貸事業損益（A－B）  813,806

 

[中間投資主資本等変動計算書に関する注記]

　発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数

 
当中間期

自　平成27年10月９日
至　平成28年３月31日

発行可能投資口総口数 10,000,000口

発行済投資口の総口数 1,100,000口
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[中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記]

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
当中間期

自　平成27年10月９日
至　平成28年３月31日

現金及び預金 3,004,760千円

信託現金及び信託預金 2,484,951千円

使途制限付信託預金（注） △964,791千円

現金及び現金同等物 4,524,919千円

（注）テナントから預かっている敷金保証金の返還のために留保されている信託預金です。

 

[リース取引に関する注記]

オペレーティング・リース取引（貸主側）

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 
当中間期

（平成28年３月31日）

１年内 5,778,140千円

１年超 19,042,761千円

合計 24,820,902千円

 

[金融商品に関する注記]

金融商品の時価等に関する事項

　平成28年３月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）

(1）現金及び預金 3,004,760 3,004,760 -

(2）信託現金及び信託預金 2,484,951 2,484,951 -

資産計 5,489,711 5,489,711 -

(3）短期借入金 8,148,000 8,148,000 -

(4）長期借入金 55,280,000 55,825,419 545,419

負債計 63,428,000 63,973,419 545,419

デリバティブ取引 - - -

（注１）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

(1）現金及び預金、(2）信託現金及び信託預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(3）短期借入金

　　　これらは短期間で決済され、かつ、変動金利であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

 
(4）長期借入金

　　　元利金の合計額（特例処理の対象とされている借入金については当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額）を、新規に

　　同様の借入れを行なった場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。

　デリバティブ取引

後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照下さい。

 

(注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分
当中間期

（平成28年３月31日）

信託預り敷金及び保証金 2,263,486

　信託預り敷金及び保証金は市場価格がなく、かつ合理的にキャッシュ・フローを見積もることができないことから、時価を把握することが極

めて困難と認められるため、時価評価の対象とはしていません。

 

[有価証券に関する注記]

該当事項はありません。
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[デリバティブ取引に関する注記]

１．ヘッジ会計が適用されていないもの

当中間期（平成28年３月31日）

該当事項はありません。

 

２．ヘッジ会計が適用されているもの

当中間期（平成28年３月31日）

ヘッジ会計の方法ごとの中間決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、以下のとお

りです。

     　（単位：千円）
 

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ取引の
種類等

主な
ヘッジ対象

契約額等
時価

当該時価の
算定方法 

うち１年超

金利スワップの

特例処理

金利スワップ取引

支払固定・受取変動
長期借入金 28,690,000 28,690,000 ＊ －

＊金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入

金の時価に含めて記載しています。（前記「金融商品に関する注記」金融商品の時価等に関する事項（注１）金融商品の時価の算定方法及

びデリバティブ取引に関する事項　（４）をご参照ください。）

 

 

[持分法損益等に関する注記]

該当事項はありません。

 

[資産除去債務に関する注記]

該当事項はありません。

 

[セグメント情報等に関する注記]

（セグメント情報）

本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。

 

 

（関連情報）

当中間期（自　平成27年10月９日　至　平成28年３月31日）

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記

載を省略しています。

 

（２）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しています。

 

（３）主要な顧客ごとの情報

営業収益総額の10％以上を占める顧客がないため、記載を省略しています。
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[賃貸等不動産に関する注記]

　本投資法人は、主として東京エリア及び大阪エリアにおいて、賃貸収益を得ることを目的として、賃貸用物流

施設を所有しています。これら賃貸等不動産の中間貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、以下のとおりで

す。

  （単位：千円）
 

 
当中間期

自　平成27年10月９日
至　平成28年３月31日

中間貸借対照表計上額  

 期首残高 -

 期中増減額 163,866,804

 中間期末残高 163,866,804

中間期末時価 165,300,000

（注１）中間貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。

（注２）期中増減額のうち、主な増加額は不動産信託受益権８物件の取得（164,059,821千円）、主な減少額は減価償却費（193,016千円）で

す。

（注３）中間期末時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場

価格を反映していると考えられる指標の変動が軽微であるときには、直近の原則的な時価算定による価額をもって中間期末の時価とし

ています。

 

　　　なお、賃貸等不動産に関する損益は、[中間損益計算書に関する注記]に記載しています。

 

[１口当たり情報に関する注記]

 
当中間期

自　平成27年10月９日
至　平成28年３月31日

１口当たり純資産額 96,901円

１口当たり中間純利益
822円

(212円)

（注１）１口当たり中間純利益は、中間純利益を期中平均投資口数（日数加重平均投資口数）(276,340口)で除することにより算定しています。

また、実際に運用を開始した日である平成28年２月17日時点を期首とみなして、日数による加重平均投資口数（1,070,730口）により算

出した１口当たり中間純利益を括弧内に併記しています。なお、潜在投資口調整後１口当たり中間純利益金額については、潜在投資口

がないため記載していません。

（注２）１口当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
当中間期

自　平成27年10月９日
至　平成28年３月31日

中間純利益（千円） 227,222

普通投資主に帰属しない金額（千円） -

普通投資口に係る中間純利益（千円） 227,222

期中平均投資口数（口） 276,340

 

[重要な後発事象に関する注記]

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

ラサールロジポート投資法人(E32042)

半期報告書（内国投資証券）

51/53



５【販売及び買戻しの実績】

 

計算期間 発行日 販売口数 買戻し口数 発行済投資口の総口数

第１期中

自　平成27年10月９日

至　平成28年３月31日

平成27年10月９日
1,500口

（０口）

０口

（０口）

1,500口

（０口）

平成28年２月16日
1,050,800口

（329,550口）

０口

（０口）

1,052,300口

（329,550口）

平成28年３月15日
47,700口

（０口）

０口

（０口）

1,100,000口

（329,550口）

（注１）括弧内の数は、本邦外における販売口数です。

（注２）本投資法人による投資口の買戻しの実績はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 

    平成28年６月22日

ラサールロジポート投資法人  

 役員会　御中   

 

 ＰｗＣあらた監査法人  

 

 
指定社員

業務執行社員

 

 
公認会計士 太田　英男　　 ㊞

 
指定社員

業務執行社員

 

 
公認会計士 山口　健志　　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人の経理状況」に掲げ

られているラサールロジポート投資法人の平成27年10月９日から平成28年８月31日までの第１期計算期間の中間計算期間

（平成27年10月９日から平成28年３月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中

間投資主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び中間注記表について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ

た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判

断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ

に基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一

部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表

の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択

及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示

に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、ラサールロジポート投資法人の平成28年３月31日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する中間計算期間（平成

27年10月９日から平成28年３月31日まで）の損益及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。

 

利害関係

　投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本投資法人

が別途保管しています。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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